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（開会 午前 ９時２８分） 

○議長（竹内薫君） ただ今から、令和４年３月第１回多賀町議会定例会を再開いたしま

す。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。 

 お諮りします。 

 本日の会議は、新型コロナウイルス感染症の対応として、通告順の５人までの一般質

問にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議は５人の議員の一般質問とすることに決定しました。 

                                        

（開議 午前 ９時２８分） 

○議長（竹内薫君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２、これより「一般質問」を行います。 

 本定例会の一般質問は一問一答方式で行い、各議員の発言時間は、会議規則第５６条

第１項の規定により、それぞれ３０分以内とします。 

 一般質問に際しましては、質問者、答弁者ともに簡潔明瞭な発言をお願いいたします。 

 それでは、通告書の順番に発言を許します。 

 最初に、１番、神細工宗宏議員の質問を許します。 

 １番、神細工宗宏議員。 

〔１番議員 神細工宗宏君 登壇〕 

○１番（神細工宗宏君） 議席番号１番、神細工です。議長の許可を頂きましたので、通

告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、年末から年始にかけて、多賀町では例年にない降雪に見舞われ、い

ろいろ問題もありましたが、多賀町職員をはじめ、委託業者の皆さんには正月休みの中、

懸命な除雪作業をしていただき、また各区の皆さんも、家の周り、地域の除雪と、毎日

のように尽力いただきましたことに感謝申し上げます。この場には各課の長の皆さんが

おられますが、職員の皆さんに常にねぎらいの言葉をかけていただけていると思います

が、改めて職員の皆様にお礼申し上げたいと思います。このような豪雪が毎年起こると

は思えませんが、今回の経験を基に、今回表面化した問題点を豪雪時の対応マニュアル
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等に落とし込んでいただけることをお願いし、一般質問に入りたいと思います。  

 質問１、雪害について。 

 今ほども言いましたように、年末から年始にかけ、集中的、断続的な近年にない豪雪

により、国道の通行止めや除雪作業の難航により出勤できない方も多く発生しました。

また、豪雪による家屋や車庫の被害が多発しました。特に家屋の軒の庇の被害は甚大で

あり、本町が他市町の中では早い段階で被災住宅修繕緊急支援事業補助金の支給を決断

したことは評価に値すると思います。しかしながら、補償が少ない世帯について、追加

のきめ細やかな支援が必要と考えます。そのためには、きめ細かな調査が必要と考えま

す。また、家屋の被害が一番深刻な被害と考えますが、町の８６％を森林を抱える当町

としましては、山の樹木の雪折れの被害も非常に深刻な問題と考えます。原木価格の低

迷の中、雪折れの木を伐採して搬出することは到底採算も合いませんので、個人で対応

できることではありません。以上のことを踏まえ、次の質問をさせていただきます。  

 １番目、今回の豪雪の被害について、家屋の被害、家屋以外の小屋や車庫および車両

に至るまでの被害状況の調査内容をお教えください。また、被災住宅修繕緊急支援事業

補助金以外の支援策を検討しているかをお尋ねいたします。 

 ２番目、多賀町の貴重な山林被害の詳細を、残雪の影響でまだ調査できない部分もあ

るかと思いますので、現時点での被災状況とその被害に対する対応をお聞きいたします。

よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 

〔総務課長 石田年幸君 登壇〕 

○総務課長（石田年幸君） ご質問にお答えをいたします。 

 年末年始の大雪により、金曜日の行政報告で町長が報告をされましたように、町内の

広範囲に渡って被害が発生をしております。多賀町といたしましては、被害が相当数見

込まれ、町民の皆様の生活が脅かされる事案であると判断し、いち早く被災住宅への緊

急的な支援を決定させていただき、さきの１月２０日の臨時会で補正予算の承認を頂い

たところでございます。 

 併せて、１月２０日から各区長様、自治会長様宛に被害の状況について調査の依頼を

行い、２月末現在報告いただいている内容では、家屋の被害が５０４件、カーポートや

車庫が１００件、小屋やフェンスが１０９件、車両被害が２１件となっております。な

お、山間地の集落でまだ雪がかなりある、また空き家になっているなどで調査ができな

い集落や調査中の集落もあり、被害の数は今後も増加すると思われます。 

 このような状況ですので、各集落の区長様には現在も大変ご苦労いただいていると思

います。このことから、先月１７日ですが、区長連絡協議会役員会を臨時で開催させて

いただき、ご意見を頂戴する場を設けました。その中では、今回の補助金制度の居宅以

外への拡充を求める声も出ましたが、それ以上に、まず今の補助制度を漏れることなく

活用してもらえるようにすることが重要であるとのご意見が出ております。また、今回
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と同じような雪が降ることを想定し、各集落の実情を踏まえ、今後どのように集落とし

て準備をしていけば良いのか悩んでいただいている声もお聞かせいただき、除雪体制の

在り方や高齢者宅などへの除雪支援など、今後、多賀町として何らかの体制整備が必要

であると認識したところでございます。 

 議員ご質問の緊急支援事業補助金以外の支援策につきましても、今申しましたような

体制づくりへの支援が最も重要であると考えております。道路の除雪体制につきまして

は、集落のお力をお借りした集落除雪を拡充していくこと、また高齢者宅などの玄関先

の雪解けなどについては、集落と大学、あるいはボランティアなどとの協働による除雪

支援の体制づくりを模索していくことなど、将来を見据えた雪への対策を集落とともに

考え作っていくことに力を注いでまいりたいと考えております。 

 引き続き、多方面から寄せられたご意見を基に、安心・安全のまちづくりを進めてま

いりたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げ、以上、答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（竹内薫君） 飯尾産業環境課長。 

〔産業環境課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○産業環境課長（飯尾俊一君） 神細工議員の１番目、雪害対策についての２点目、山林

被害状況と被害に対する対応策についてでありますけども、議員のご指摘のとおり、現

在も残雪の影響によりほとんどの林道が通行できないため、各組合をはじめ、町も全容

を把握できていない状況であります。 

 しかしながら、国道や県道などからできる限りの確認を行ったところ、雪折れした木

があちらこちらに見られ、被害は相当量に及ぶと思われます。 

 また、森林組合や山林組合への聞き取りによりますと、深い積雪により、今後、雪起

こしに要する費用の増加が想定されることや、現在行っている搬出間伐をはじめとする

造林事業の完了に影響が生じる可能性もあるとのことでした。 

 町としましては、各組合と情報の共有と連携を図るだけでなく、この大雪に対する当

町の造林事業の進捗状況をしっかりと県に対して説明し、雪起こしなどの造林に対する

国や県の補助金が十分に確保され、多賀町の森林が適正に整備されるように、引き続き

呼びかけを行う予定をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。最初の１番目の回答で、家屋被害が

５０４件、車庫の被害が１００件、小屋が１０９件、車両が２１件という報告を受けま

した。この中で、特に家屋の被災で保険に入っておられると思うんですけども、この保

険に入っておられてどのぐらいの補償が得られるかというところは調査されております

か。よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 
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○総務課長（石田年幸君） お答えをいたします。 

 まだ実際に工事が終わられて、保険金がこれだけ出てその差額の１０％ですというと

ころの情報が、まだまだ工事が遅れておって住民から十分な量の報告がいただけてない

状態でございまして、まだここでお答えする段階までの資料はございません。  

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。まだ工事の進んでいないことは十分

承知いたしますし、まだ把握できてないということで分かりました。ただ、かなり保険

金の出る割合が低いというような声も聞いてますので、そうした場合に緊急の対策費の

２０万円という額が本当に適切であるかどうかというのは、今後また検討していってい

ただきたいと思います。 

 先ほど空き家の被害というのもありましたけども、空き家で被災した家屋では、修理

するよりも解体するケースも聞いておりますが、空き家住宅等除却支援事業、家屋解体

費用の２分の１、上限５０万円の補償以外の今回の雪害による解体の追加支援とかは考

えておられるでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） 今の雪害による空き家関係でございますけども、この度の雪害

で空き家を除却された方はおられます。こちらの方でご相談等でお受けしておりますが、

５件程度でございました。今の空き家の除却に関しましては、現行、空き家除却の補助

金がございますので、そちらの方に準じて現地確認をさせていただいて、ただ屋根の損

壊のみでは危険空き家としてはみなさせていただけなかったので、補助金のご支援には

至っておりません。こちらの補助金については、前々もご説明させていただいたかと思

いますけども、個人の方への補助金の趣旨ではなく、地域の住環境を守るという補助金

でございますので、この制度の中で対応の方をさせていただきたく、またほかの制度も

考えさせていただく段階ではございませんので、ご理解のほどお願いいたします。  

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。今回の思いがけない豪雪により、大き

な出費、またコロナ禍も相まって、被災された、保険等が下りない家庭にとって深刻な

問題もあろうかと思います。このような方の相談窓口等、開設されておりましたらお聞

かせください。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 

○総務課長（石田年幸君） 相談窓口としましては、当然、総務課でお受けはいたします

けれども、いろんな制度がございます。その案内をさせていただくことと、あと社協で

もチラシをまいて、いろんな金銭的な支援、そういう案内もされておりますので、両面

で対応していきたいと思います。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。今、総務課の方で相談を受けてる件
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数というのはどのぐらいありますか。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 

○総務課長（石田年幸君） 罹災証明を取りに来られた方の数字は、１００件はなかった

かと思います。そういう方々に今現在の支援制度については説明をさせていただいてお

りますけれども、その他多くの方についてはまだ動けてない方もたくさんいらっしゃる

んだろうなと思っております。期間が要するなという思いではおります。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。まだ全貌がつかめていないという点、

了解いたしました。 

 あと、資金を借りるというあれが出てたと思うんですけども、あの利率が３％だった

と思うんですけど、もう少し安く貸せるという努力ができないんですかね。車のローン

だって、今、１.９％とか出てますよね。その点いかがでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 

○総務課長（石田年幸君） 当然、今、議員がご心配されてますように、修理費用につい

ては各家、心配されるんだと思います。それを受けて、今現在、うちの制度ではないん

ですけれども、こういう制度がございますよというのを今おっしゃっていただいたこと

かと思います。先ほど社協と申しましたのは、併せて社協もそういう支援のチラシをま

いておられまして、そちらの方は確か無担保であるとか、これを社協がまいておられる

んですけども、罹災証明があって、連帯保証人を立てる場合は無利子であるというよう

なことが書かれているとかいうようなことであって、これも一般的な制度に基づいてや

っておりまして、町として別立てで利子が下がるような制度を設けるかどうかというこ

とについては、今現在考えておりません。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。私の調査不足というか、知識不足の

点もありましたこと、お許しください。 

 それでは、次の山林関係の質問に入らせてもらいます。 

 ２月にもまとまった雪が降ってますので、十分な調査は雪解けを待ってからだと思い

ますが、まず林道と作業道の確保、雪折れ倒木に対する支援等、住民や森林組合、山林

組合に寄り添った補助の検討をお願いしたいと思いますが、先ほども言われてましたこ

の豪雪による雪起こしの費用の増加、また今年の作業の遅れに対する県等の補助金を活

用してというお話でしたけども、本当に山の作業をされている現場の声をよく聞いてい

ただきまして、適切な補助を頂きますようにお願い申し上げます。 

○議長（竹内薫君） 要望ですね。 

○１番（神細工宗宏君） はい。 

 それでは、２問目に入らせていただきます。中山間地域活性化の施策に対する令和４

年度予算についてですけども、中山間地域の活性化に向け、多賀町里づくり魅力化プロ
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ジェクト等の取組が進んでおります。来年度の地域おこし協力隊の受入れ準備や、各部

会で様々な活動を企画いただいてると認識しています。そして、その活動が中山間地域

の活性化につながると私自身も非常に期待しております。 

 多賀町里づくり魅力化プロジェクトもこの３月までのプロジェクトですが、まだ全て

の部会が完成に至っていないと認識しています。今後どのように継続していくのか、中

山間地域の活性化について、以下の質問をさせていただきます。 

 １番目、多賀町里づくり魅力化プロジェクトの各部会ごとの進捗状況をお尋ねいたし

ます。 

 ２番目に、商社を立ち上げ、いろいろなものを販売し持続可能な組織運営を目指して

いくと伺ってますが、どのような形で立ち上げていくのかお尋ねいたします。  

 ３番目、多賀町里づくり魅力化プロジェクトの取組を実現するための予算をお尋ねい

たします。 

 ４番目、中山間地域への子育て世代の移住に関する施策とその予算についてお尋ねい

たします。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

〔企画課長 野村博君 登壇〕 

○企画課長（野村博君） 神細工議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の多賀町里づくり魅力化プロジェクトの各部会ごとの進捗状況についてで

ありますが、里づくり魅力化プロジェクト会議では、「交流・情報」、「農林産物と食」、

「子育て」、「福祉」、「職」、「住」の６つを地域の課題、テーマとして各部会を設けられ、

様々な取組を検討していただいております。 

 「交流・情報」では、大滝神社旧宮司宅をお借りし、４月から活動の中心を担ってい

ただく若い世代、地域おこし協力隊員が移住できるように改修工事が完了し、今後は、

交流・情報発信の拠点となるソフト面での取組を進めていただくこととなります。また、

情報発信については既に多賀町大滝里づくり通信を２回発行していただいておりますが、

引き続き、活動の報告、大滝地域の魅力の情報発信を行っていただきます。  

 「農林産物と食」では、富之尾区の旧営林署をお借りし、大滝小学校の給食をモチー

フにした給食弁当を作るための厨房の改修工事を終え、保健所への営業許可手続を進め

られております。今後は、現在、お力添えを頂いております皆様、県立大学の学生にも

参画していただき、宅配弁当の実現に向けての取組を進めていただきます。また、カフ

ェ的な、人が集い、時間を過ごせる場所づくり、大きな目標でありますが、農家レスト

ランを目指されます。 

 「子育て」では、子どもたちの未来を考える子ども未来部会とし、放課後の子どもた

ちの居場所づくりの検討、また高校生の通学支援として、高校生とその保護者、中学校

３年生の保護者の皆様にアンケートを募られました。アンケートでは、通学支援として

の愛のりタクシーの利用がまだまだ十分でなく、町行政に課題を頂いたところでござい
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ます。 

 「福祉」では、買物支援として、世界市場、インターネットを活用し、人が集い、コ

ミュニケーションを図りながら様々な物を選び購入し、楽しむ機会の仕組みづくりはで

きないものか。また人の移動として、福祉的な互助交通についてご意見を頂いておりま

す。 

 「職」では、県立大学と連携し、地域おこし協力隊員の育成、支援を行い、事業の創

発、地域資源を生かしたローカルベンチャー、地域商社の立ち上げに取り組まれます。  

 「住」では、昨年の６月議会定例会にて議員よりご質問を頂きましたが、ハード的整

備よりソフト面での大滝地域の魅力を発信し、住みたい、住み続けたいと思われること

が大切で、魅力化プロジェクトの総体的な取組が「住」の結果につながると考えており

ます。 

 次に２点目の、商社を立ち上げ、いろいろなものを販売し、持続可能な組織運営を目

指していく、どのような形で立ち上げていくかについてでありますが、今日までの魅力

化プロジェクト会議で熱心にご検討されてきたことは、全て貴重なご意見であります。  

 今後、ご意見を実現化するためには、中核となる組織を立ち上げ、中長期的な持続が

求められます。 

 現在、提案されていますのは、大滝の活性化、まちづくりを目的とした地域商社、Ｎ

ＰＯ法人の設立を提案されています。ＮＰＯ法人の設立には１０人以上の参画者が必要

で、取組、活動の中心となる地域おこし協力隊員、プロジェクト会議の皆様、ほかにも

ご理解、目的に賛同していただける方へのお声がけを進められています。 

 里づくり魅力化プロジェクト会議の各部会でのご意見、取組を、今後、パズルのピー

スを合わせるように、また曼荼羅絵図のように大きな形を作り上げるために、ＮＰＯ法

人が横断的に、また柔軟に活動していただけるものと考えております。町といたしまし

ても、しっかりとご支援をさせていただきたいと考えております。 

 次に３点目の、多賀町里づくり魅力化プロジェクトの取組を実現するための予算につ

いてでありますが、当初予算では大きく地域おこし協力隊報償費と活動費補助金を合わ

せ７６２万６,０００円、大滝地域活性化支援委託料１８６万８,０００円、ほかの微額

と合わせて合計９６２万７,０００円を計上しております。ほかにもＮＰＯ法人が設立

された後、地域の自治会のご推薦を頂ければ、キラリとひかるまちづくり活動支援交付

金の特別提案交付金、３か年で１００万円を活用していただくことも可能かと考えてお

ります。 

 地域おこし協力隊員は、１名を１年間、１名は半年間、ほかに地域おこし協力隊イン

ターンとして３か月ごとに１名、半年間で２名の委嘱としております。 

 活性化支援委託料は、今日までの取組を引継ぎ、また新たな課題への取組に対して柔

軟に活用していただきたいと考えております。 

 最後に４点目の中山間地域への子育て世代の移住に関する施策とその予算についてで
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ありますが、本町の全てが中山間地域であります。本町全体として、移住・定住に係る

施策、予算としては、若者定住支援事業助成金８９３万５,０００円、都市圏からの移

住が要件となりますが、移住就業支援事業費補助金１００万円を計上させていただいて

おります。ほかにも、空き家を利活用して移住される場合には、空き家改修補助金で若

者世帯には上限１００万円を計上させていただいております。 

 議員におかれましては、大滝地域への子育て世帯の移住についてのご質問と推察いた

しますが、子育て世代の移住については町全体での施策としておりますので、ご理解の

ほどお願いいたします。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。各部会の進捗を聞かせていただきま

した。営林組合の跡地を利用して、配食弁当から始めて最終的には農家レストランを目

指しているということですけども、今、外から見た目には全然変わってないような気が

するんですけども、その点、中の方では営業できる体制が取れているのか、よろしくお

願いします。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） 何分、国の環境省の事業を使いながら、工夫しながらいろいろ

と事を進められております。現在、議員の言われるように、台数の方は変わるところは

ございませんが、中の部分について、厨房で料理を作り、そこをまた販売という話にな

りますと保健所の許可等が必要になりますので、今現在、中の方にシンクを３台程度、

こちらの方については食材を肉類、野菜類等々しっかり分けるということでシンクを３

台設置されたことと、あと床のフローリングの方、こちらについても水はけが良くとい

うことで、そのような改修、若干、内壁の方いろいろと張替え等をされてるというとこ

ろが今の現状でございます。保健所からの許可を取れる最低限の工事の完了を進められ

たところでございます。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。保健所の許可はこれから得るという形

ですね。今、行っている内装の工事については、当然、今年度予算の中で行っていると

いう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） お答えいたします。 

 環境省のプラットフォーム事業で頂いております２００万円の今年度の予算、その中

での執行をされます。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。商社の関係では、ＮＰＯ法人を立ち上

げて１０人以上の構成メンバーで行っていくということで、地域おこし協力隊はじめプ
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ロジェクトのメンバーという話でしたけども、あと有志かな、その辺のプロジェクト自

体はこの３月で一応解散するということですけども、このＮＰＯ法人をつくるに当たっ

て、このプロジェクトメンバーがどの程度関わっていただけるというのは分かりますで

しょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） お答えいたします。 

 地域商社の立ち上げについては、夏頃について一般社団法人なりというお話が一時ご

ざいましたけども、こちらの方はやはり出資金、また今後の役割というところでちょっ

と難しいのかなということで、現在、ＮＰＯ法人という形になっております。今現在、

プロジェクトでお力を頂いている皆様につきまして、全ての方がそちらの方に入られる

というところには至っておりません。やはり集落から代表でいろいろとお力をお借りし

ているところですけども、中にはやはりお歳のこととかがございますので、このＮＰＯ

法人の設立のメンバーに入らなくてもできる範囲の中でご理解をされご協力したいとい

う方はおられるんですけども、必ずしもメンバーの皆さんがそちらの方に入られるとい

うところでは今ないところでございます。ほかの有志という形では、多賀町出身の方で

町外で活動されてる方であっても、やはり生まれ育ったところのまち、地域ということ

で協力したいという方もおられますので、そういう方たちをこれから広く募ってという

ような考えをお持ちでございます。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。今のお話の中で、ＮＰＯを立ち上げ

る住民のメンバーについては問題ないのかなというふうには、問題ありそうなんですか。  

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） もう３月のことで、任期も３月末ということで、できるだけ早

くというお話はあるんですけども、まだ１０人そろってるような状態ではございません

ので、しっかりとそちらについては今のメンバーなりで広く声をかけながら、できるだ

け早くという形で伺っておりますので、まだ要件である１０人を達しておられることで

は今の段階ではございませんけども、それは目指される強い思いはお持ちだということ

でご理解のほどお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） まだ１０人確定していないということで、ＮＰＯ法人を立ち上

げる時期としてはいつ頃を目指しておられる、もう３月末を目指しておられるんか、来

年度に入ってからを目指しておられるんか、お願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） 今の時点でまだメンバーがそろってないということで、少なか

れ今年度でなくて４月以降になろうかと思います。要件が整い次第、手続の方を、設立

に向けたまた準備を進められるとは思います。 
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 今のメンバーが、今の委員の皆様３月という話でありますけども、プロジェクト会議

というような委員の形でなくても、皆様のそれぞれの思いがあって今まで続けてこられ

ましたので、そちらの方については形が変わったとしても、ご意見をしっかり聞いて進

めていっていただけるものと思っております。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。プロジェクト自体は３月で終わりま

すが、プロジェクトメンバーの中にはこれからも関わっていってくださる方がおられる

という認識でよろしいでしょうか。 

 ４番目の中山間地域の子育て世代の移住に関する施策での再質問になりますけども、

多賀町自体が中山間地域であるというようなあれでしたけども、東京、都会から地方圏

へ移住等関連資料というものがあります。これは、国土交通省、総務省、厚生労働省、

内閣府の資料を抜粋したものですが、その中で、今後１年以内、５年以内、１０年以内

の移住を検討している方が１４％、時期は分からないが検討をしているというのを合わ

せると４９.７％、約半数の方が地方への移住を検討しているというデータがあります。

また、内閣府の新型コロナウイルス感染症の影響下による生活意識、行動の変化に関す

る調査では、２０代、東京２３区在住の方で、「関心が高くなった」という方が１１.

８％、「関心がやや高くなった」という人が２３.６％、合計３５.４％の若者が地方の

移住に関心を持っているというデータがあります。「関心が高くなった」という中で、

２０代が１１.８％ですけども、東京全体では３.８％ということで、若い方が移住を求

めてる傾向にあるというデータが出ています。 

 多賀区周辺では、住宅メーカーが農地等を買って宅地分譲され人口も増えていますし、

しかし山間地域においては、土地があっても住宅メーカーが住宅を開発することは現段

階では現実的ではない状況です。中山間地域の活性化を本気で考えるのであれば、官民

が協働することにより宅地開発することによって移住される方はおられると考えていま

す。次に、お試し住宅に入られる方や、そのほかにも少なくとも２家族が多賀町への移

住を考えられているという情報も聞いております。国が実施している様々な調査を見て

いると、コロナによるリモートワークのできる環境になり、ニーズは確実に増えている

と私は思っています。その流れに乗り遅れることなく対応をお願いしたいと考えていま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） よくお調べいただいております。確かに、近々でも移住の方に

ついての問合せが増えてきているような状態でございます。こちらの方につきまして、

神細工議員のご意見としては、官民協働の宅地開発というお話ではございますけども、

なかなかこちらの方についても、以前も都市計画区域外で開発のしやすいというお話を

させていただいたところですけども、なかなか民間の方でもそのような話が出てこない

というのが実情かと思います。まず住める、魅力を感じていただけるというところで今
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もご答弁させていただいたかとは思うんですけども、なかなかそちらの方が難しいとい

うことで、今、私どもの仕組みの方をしっかりと見直しをさせていただきたいと考えて

おりますのが、空き家、こちらの方についても過去に調査をさせていただいてまた増え

てるところでございますけども、実際その中で住める空き家がどの程度あるのか、住め

る空き家があり、そちらの方をできるだけ移住を希望される方とのつながりの方をでき

る仕組みをしっかりと考えていかなくてはならないと考えているところでございますの

で、今現在の段階では、まずは民間の方の事情も考えながら、私どものできそうな施策

として住める空き家を探していき、その情報を提供させていただけるように取り組んで

いきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。今、空き家バンクという話もありまし

たけども、見てると、空き家に住まわれる方が空き家バンクに載っていない空き家に住

んでいっておられるような気がしまして、この空き家バンクに載っている今の、ちょっ

と昨日見てませんけども、非常に少ないという印象を私は受けてます。その辺、空き家

バンク登録に対する町民への協力依頼とか、その辺はどのようになっているかお聞かせ

ください。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） ご質問の方にお答えさせていただきたいのですが、空き家・空

き地バンク、こちらの方については、登録していただいても、ちょっと時限の方がしっ

かりとお示しできないんですけども、ある程度の年数をもってその情報が消えてしまう

ということがございます。こちらの方については、たまたまそのとき登録されて、それ

を必要とされる方がおられなかった。けども、空き家の所有者としてはやはり何とかし

たいというお気持ちがあるのであれば、これは先ほど申し上げました住める空き家とし

て、また別の形で情報の方を把握させていただきながらというふうな考えを持っており

ます。中には、民間の方で空き家の情報を媒介なり、情報をお持ちで提供されている事

業者もあるというお話は伺ってるんですけども、そちらについてはまだコンタクトとい

いますか、ご意向の方を確認できていないところでございますので、並行して仕組みの

方を考えていきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。  

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。空き家バンクのホームページを見てい

ると、多分、登録番号というのはずっと増えていってて、買われたとか、交渉がうまく

いったところというのは消えていくのかなというふうに思うんですけども、あれは提案

なんですけども、成立したやつは成立したというふうな履歴でもって残していく方が、

見た目にどれだけこの空き家バンクのシステムがうまく動いてるかというのが、見られ

た方によく分かるんでないかと思うんで、その点いかがでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 
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○企画課長（野村博君） 貴重なご意見ありがとうございます。私どもの考えてるのも、

そのような形も一考させていただいております。ただ、ご本人、あくまで情報として載

せるのは、そのときに各個人のご了承いただいてるんですけども、そちらの方が了承い

ただければ、そのバンクとしての履歴ではなかなか難しいかもしれないところもあるん

ですけども、せめて一覧表なりでいつでもお示しできるような形の仕組みづくりは考え

ておりますので、ご理解のほどお願いいたします。貴重なご意見ありがとうございます。  

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。個人情報は載せる必要ないとは思うん

ですけども、成立したのかしないのかだけでもいいと思うので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それと宅地分譲、または状態の良い空き家を買い取ってリフォームして移住希望者に

安価で提供することはできないのかということですけども、また現在あるお試し住宅を

大滝地区にもう１件確保することも視野に入れて、さきにも言いましたが、今の都会か

ら地方への流れに乗り遅れることのない多賀町にあってほしいと私は思ってます。山間

地域の活性化のチャンスを逃していただきたくないという強い思いがあります。その点

についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） ご質問の方、答えさせていただきます。 

 お試し住宅、今の川相のみら家へというような同様のものをほかにもというお話です

けども、確かに今、議員の耳に入ってるように、２件ないしのご相談がございます。た

だ、こちらの方が一時的、たまたま今、私どもご相談を受けて、どこか場所がないかと

いう形はいろいろと聞いているところではございますけども、拙速に答えが出していた

だけるものではございません。そのことを思うと、今のお試し住宅がほかにあればとい

うような気持ちも持つところでございますけども、ただこれは一時的に重なってるもの

かどうかというところがございますので、ちょっと今の段階ではまだ考えさせていただ

きたいというところで、ご理解のほどお願いしたいです。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。検討していきたいということではあり

ますが、多賀の魅力とかそうものもたくさんありますし、少年野球の影響もかなりある

かと思います。そういうものを生かしながら、ほかのところに取られることなくこの多

賀町に導いていただけるような広報活動、そういうものについて今後どのように取り組

んでいっていただけるのか、もし考えがあればお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） ご質問の方にお答えさせていただきます。 

 今、移住という視点でご質問かとは思うんですけども、移住を含めて今の大滝地域の

魅力化プロジェクト、こちらの方の情報発信については先ほどから度々申し上げており
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ますけど、地域の魅力を、町内だけでなく町外、今のＳＮＳ等なりを使いながら多くに

周知していただきたいということをお願いしてますので、当然、町としてもできるもの

がございましたらさせていただきますし、また行政の視点でなく、住民の皆様が感じら

れるような視点での情報発信というのはＳＮＳ等を使って進められる予定でございます。

ご理解お願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございます。東京にある滋賀県のアンテナショップ

がありますよね。そういうところに対して、移住に関する資料とかそういうなのは、そ

こには置いてあるんでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） 質問にお答えいたします。 

 私もこのコロナのことで長く行けておりませんが、２回ほど寄せていただいたことは

ございます。その中で地域の魅力的なものを置かれるということで見させていただいて

たんですけど、今お話のあるような移住・定住等に関するような特化したような資料は

なかったように記憶しております。今現状の方から確認しなくてはならないかとは思い

ますけども、移住・定住に特化したものというよりも、やはりまちの魅力なりを情報発

信されてますので、そちらの方がつながるかとは思います。 

○議長（竹内薫君） 神細工議員。 

○１番（神細工宗宏君） ありがとうございました。情報発信の方は里づくりプロジェク

トの情報部会の方でも取り組んでいただけるということなんで、ぜひこういうアンテナ

ショップに対しても、多賀町としてこの移住に対する魅力発信を積極的にしていただく

ことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（竹内薫君） 暫時休憩します。 

（午前１０時２５分 休憩） 

                                        

（午前１０時３９分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、３番、近藤勇議員の質問を許します。 

 ３番、近藤勇議員。 

〔３番議員 近藤勇君 登壇〕 

○３番（近藤勇君） ３番、近藤でございます。先般お出しいたしました通告書に基づき

まして、議長のお許しを頂きましたので質問をさせていただきます。 

 私の質問事項でございますが、買物弱者に対しての取組についてということでお聞か

せを頂きたいと思います。 

 質問の趣旨でございますが、本町では昔は各集落や現在の絵馬通り、あるいは門前町
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には、小さな店舗ではありましたが、八百屋、肉やなど生活に密着した数多くの店舗が

あり、地域の人たちに喜ばれる安心して生活を送れる生活環境がありました。 

 しかしながら、時代の流れ、買物の利便性から、小さな店舗ではなく１か所で買物が

できる商業施設、店舗での買物が選ばれる時代となり、残念なことに各集落や現在の絵

馬通り、門前町から生活に密着した店舗は、ここ数年の間にその多くがやむなく閉店さ

れています。 

 時代の流れと言ってしまえばそれまでのこととなりますが、一方では本町の高齢化率

は高島市に次いで県内２番目の３３.４６％であり、また町で把握している高齢者で自

動車の運転免許証を返納された方も平成２９年度で３３名、平成３０年度は３３名、令

和元年度は４１名、令和２年度は２３名、令和３年度には２６名と、ここ５年間の間で

１５６名であり、それ以上の方がおられると推測されます。 

 私は、生活、買物の利便性が求められている時代の流れの中、今後取り残される方が

ますます増えるのではと心配、危惧するところでございます。今日多くの方が近隣の市

町まで買物に行かなくてはならない、買物に行けない方の中には、自助努力、あるいは

個人個人が生活協同組合や平和堂ホーム・サポートサービスを利用されている方もおら

れます。営利を求める商業施設の誘致の難しさは十分に承知しておりますが、また絵馬

通りが観光面の店舗となっていることも理解はできますが、買物弱者に対する支援とし

て、多賀大社駅前で開催されている地元の農産物を販売するもんぜん市の発展、あるい

は絵馬通りの活性化の検討で生活に密着した店舗の開業の働きかけ、福祉施策としての

互助の買物支援の仕組みづくりについて施策展開できないものかということについて、

次の点について伺うものでございます。 

 １点目が、買物弱者に対しての取組の方向性についてお伺いしたいと思います。  

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

〔企画課長 野村博君 登壇〕 

○企画課長（野村博君） 近藤議員のご質問にお答えいたします。 

 買物弱者に対しての取組の方向性についてでありますが、買物弱者に対しての取組、

買物の利便性の向上を図るためには、移動手段の確保と店舗の確保が重要であると認識

しております。 

 近年、全国的にも高齢者の方の交通事故が多発する中、本町では幸いにも高齢者の方

の大きな事故は発生しておりませんが、事故の当事者とならないように自主的に自動車

免許の返納を決断される方が増えております。このことに伴い、高齢化率の高い本町で

は今後ますます、これまでのように買物に出かけることが難しいと感じられる方が増え

てくるものと考えております。 

 移動手段は、公共交通としてコミュニティバス、近江鉄道、愛のりタクシーなどがご

ざいますが、時間の制約、乗り継ぎのわずらわしさ、料金などで、自家用車で移動され

ていたときと比べれば格段に利便性は劣ります。しかしながら、公共交通としてはお一
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人お一人のニーズに合わせることはできず、ご不便さはご理解いただかなくてはならな

いのですが、町としては公共交通の利用の促進、中でも公共交通網を補完する愛のりタ

クシーの利用の普及、促進がまだまだ浸透できておらず、買物弱者につながっていると

認識し、更に普及促進に努めてまいります。 

 また店舗では、地域で互助の買物支援として、近隣の方が必要とされる物を代わりに

購入されお届けされている仕組みもあります。一方、町全体では、町内に数多くの店舗

があれば申し分ないのですが、店舗を営まれる方も経営が成り立たないと新たな開業、

経営の維持は難しいところで、議員もご理解いただいているとおり、早々に実現できる

ものではありません。 

 企画課では、これまでも小売事業者や不動産事業者などの相談を通じて、店舗誘致の

可能性を協議してまいりましたが、いまだ実を結ぶところまでには至っておりません。

引き続き、誘致につながるように取り組み、また互助の買物代行、移動販売についても

取り組まれている方のお話をお伺いに行きたいと考えております。 

 福祉保健課では、買物にお困りの方からご相談を受けたときには、ご質問の趣旨にも

ありますように、民間事業者のサービスをご紹介させていただいり、状況に応じては福

祉施策としての配食サービスの提供を受けていただけるようにしております。また、今

年度、社会福祉協議会への委託事業の中で、暮らしのお手伝いハンドブックを作成し、

作成された後には、相談に来られた方だけではなく、ご支援を必要とされる方、またご

支援をしていただく方に事前にご周知をさせていただき、安心して暮らしていただける

ように努めてまいります。 

 ほかにも、町内では多賀大社前駅のコミュニティセンターでもんぜん市を、ここ１１

年、もんぜん市運営協議会と生産者の皆様のご努力により今日まで続けていただいてお

ります。また、お多賀さんｄｅ朝市、おついたち市と、地域に根差した取組、買物をし

ていただける機会もあり、今後利用していただけるように取り組んでまいります。 

 最後に、絵馬通りでは、議員のご意見のとおり、観光に訪れる方を見込んだ店舗が多

く、生活に密着した店舗は少ないと感じております。今後、絵馬通りの活性化を進めて

いくに当たり、観光面だけに限らず、地域の皆様が買物できる店舗を開業していただけ

るとありがたいのですが、経営を維持すること、また新たに開業することは並々ならぬ

努力、難しいのが実情で、店舗の開業に至らなくても、買物ができる環境の仕組みづく

りを絵馬通りの活性化を考える会にご提案をさせていただきたいと考えております。ご

理解のほどお願いいたします。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（竹内薫君） 近藤議員。 

○３番（近藤勇君） ありがとうございます。ただいまは企画課長の方から、私の理想と

する理想どおりの答弁を頂きました。このような、今、回答を頂きましたまちになれば、

本当に多賀町は買物難民の方もおられなくありがたいことやなと思っておりますが、そ
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の中でやはり気になりますので、いくつか質問をさせていただきたいと思います。 

 取りあえず、多賀のまちから店がなくなった、町内での消費が少なくなったというこ

とから、町内の経済循環を考えますと、本当に貧弱化してくるということになろうかと

思います。先ほども質問の中でも申しましたが、生協やとかあるいは平和堂のホーム・

サポートサービスというようなことが話をさせていただきましたけれども、生協にも今

現在１,２００人ほどが加入しておられる。あるいは平和堂のホーム・サポートサービ

スというのは、先般も伺いますと平和堂の地蔵店が取り扱ってるサービスであって、現

在、町内の６９名の方がそこに利用をされておるというふうに聞いております。 

 やはり、先ほど申しました、車で免許証を返された方、これは町の企画で先般確認さ

せていただいたんですけれども、これは免許証を返しましたということで役場へ届けを

されて愛のりタクシーか何かの補助をされた方の数ということで、それの手続をせずに、

免許証は返したけれども、返しましたでということも言ってないという方がおられると

いうふうにも推測をされるということで、先ほど申しましたけれども、もっと多くの方

が、やはり自分の運転がもう歳取って危ないなということで返しておられる方もおられ

ると思いますので、やはりそういう方を助けるための施策として、先ほど申しましたそ

の生協やとかあるいは平和堂のサービスのところへ行政の方から事業の広報をしてくれ

というのは本当に難しい無理難題であるというふうには理解しておりますけれども、何

だかいい方法がないのかということで、それをすることによって町内の経済が回るとい

うことにはなりませんけれども、店ができたら一番いいんですけれども、少しでも楽に

なる方法があればなというふうに思いますので、その辺どのように考えておられるか回

答の方をお願いしたいと思います。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 先ほど企画課長の方からの答弁にもございましたとおり、やむなく今、近藤議員がお

っしゃられました平和堂ホーム・サポートサービスや生協のサービスをお使いになる、

こういうサービスを周知するために暮らしのお手伝いハンドブックという情報誌を今年

度作成しております。まだ完成に至っておりませんが、このハンドブックの中に買物に

行けない方についての買物情報というようなことで、町内の業者も注文により配達をさ

れておりますし、そういう情報も載せております。あるいは移動販売をされてる町内事

業者もありますので、その情報ですとか、ほかの移動販売等も載せた情報を、支援が必

要な方に漏れなく周知できるように今後務めていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（竹内薫君） 近藤議員。 

○３番（近藤勇君） ありがとうございました。今、課長の方から答弁ありましたように、

暮らしのお手伝いハンドブックを作って、注文の依頼、あるいは移動販売のルートとか

業者等々を周知するということですので、やはり一刻でも早くそのようなハンドブック
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等々ができ、それこそ永年保存というような書類で保存するようなことを考えていただ

いて、よりよい生活ができるようにということで、今後とも引き続き努力の方をよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは次の再質問なんですけれども、先ほどもありましたように、商工会、あるい

は観光協会、門前町共栄会、もんぜん市、絵馬通り活性化委員会等に協力を依頼して、

絵馬通り、多賀大社の前までになりますけれども、以前からもいろいろ出ておりますけ

れども、絵馬通りのところで本屋の前やったら観光の土産だけというような部分と違い

まして、先ほども申しましたように、昔やったら八百屋があって肉屋があって魚屋があ

ってというような部分がありましたけれども、そのような部分で先般もありました、パ

ン屋ができた、うなぎ屋ができたと、あるいは肉屋もこっちにできたということであり

ますけれども、その生活に密着した商店、昔からの八百屋とかそのようなものを、今後

一生懸命、各団体に交渉しながら、１店でも店舗が開店できればありがたいというふう

に思いますので、その辺の努力もよろしくお願いしたいと思っております。  

 続きまして、３点目の再質問のこの中で回答いただきました、今もありましたけれど

も、生活困窮者への暮らしのお手伝いのハンドブックができるということですけれども、

例えば民生委員、あるいは健康推進委員等が毎月、多分、各集落で福祉会とか月に１回

とか週に１回とか開催しておられると思います。そういう中で聞いておりますと、生活

用品等の注文を聞き取りして、そしてその民生委員、あるいは健康推進委員等が買物に

行くついでに、「ほんならあんたの分を買うてきたるわ」というようなことをしておら

れるということも聞いておるんですけれども、私も以前、民生委員を２期させていただ

きましたけれども、このような注文されて買うてくるのも大変やなという気はあります

けれども、やはり福祉のまち多賀というふうになってくれば、その辺のお願い充実とい

うのか、その辺をより強めていただければありがたいと思うんですけれども、その辺を

再度周知いただくということをお願いできないかということで、課長の方から答弁お願

いいたします。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 今の近藤議員のおっしゃる健康推進委員や民生委員が、例えば福祉サロンを開催する

とき等を利用してということかと思うんですが、現在、民生委員もはじめ、ほかのいろ

んなそういう支援をしていただいている組織の方々につきましても大変なご尽力を頂い

てまして、ご苦労もあり業務も幅広くなっております。現在、多賀町社会福祉協議会の

方では困り事支援サービスという仕組みを作っておりまして、民生委員とか健康推進委

員とかいう肩書のある方だけではなくて、町民に広く困り事をサポートしていただく方

を募集しておりまして、お手伝いをしてほしい方とお手伝いをする側という両方を社協

の方で募集しまして、それをマッチングさせてサービスを提供するという仕組みを、今、

作っております。ですので、そういう仕組みの中で買物についても支援ができればとい
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うふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。またこのサービス体制

についても、生活支援体制整備事業、地域の支え合いを整備していく事業が介護保険の

事業の中にありますので、それを今後も推進していきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（竹内薫君） 近藤議員。 

○３番（近藤勇君） ありがとうございます。私ももうしばらくすると後期高齢者に入ら

んなんという歳にもなってまいりました。やはりみんなが安心して生活できる多賀町で

ありたい、あってほしいというふうに思いますので、福祉保健課、あるいは社協等々の

協力を得まして、よりよいまちになればありがたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それともう１点でございますけれども、先ほど来申しておりますように、各団体等々

にお願いをして、そういう店ができないかという話をしておりますけれども、１点、道

の駅ということで、今、甲良へ行きますと甲良道の駅、あるいは、あいとうマーガレッ

トステーションというような部分がこの界隈にはございますけれども、あんな大規模な

ものを私は想定しているわけではございませんけれども、例えば同様な施設として、農

産物の販売所、先ほど神細工議員のところで答弁もありました大滝の里づくりのプロジ

ェクトという中で、宅配のお弁当を作ってるとか、あるいは野菜のレストランをつくる

とかいうお話はございましたけれども、そういう６次産業も含めまして、その農産物だ

けでなくして何かしたちょっとした駄菓子とか生活必需品というのか、そのようなもの

が置けるような販売所を開設することができひんやろうかとか、あるいはそういうもの

を開設したときに、例えば平地にできるのか山間地にできるのかは別にしまして、そこ

にできたときに、先ほどバスも難しいという話はありましたけれども、例えば巡回バス

とか、あるいは愛のりタクシー、近江鉄道のバス等々ができればいいなというふうに思

うんですけれども、例えばそのような施設を今後、今すぐという話はしませんけれども、

今後、多賀町の中でほんまにそういう考え方をするのか、あるいはそれがもしもできひ

んのであれば、駅前で週３日、月、水、土とやっておられますもんぜん市、野菜を主と

して販売しておられますけれども、そこに力を入れて、もっと多くの方が出荷される、

多くの方が買物できるというような組織に拡大するということを考えておられるのか、

その辺を併せてご返答いただければありがたいと思います。よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（竹内薫君） 野村企画課長。 

○企画課長（野村博君） 今、店舗の方というお話もございますけど、移動手段の方につ

いてこちらの所管でございますので、私の方からご答弁させていただきたいと思います。 

 議員のご質問のとおり、拠点となる場所、買物できる場所等々がございましたら、そ

のときには利用者もおられるかとは思いますので、ご意見にあります巡回バスというお

話もあろうかと思いますけども、予約型の今の愛のりタクシーの普及促進、また場合に
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よっては公共交通によらない福祉有償運送等も今後十分に視野に入れて取組の方を考え

ていきたいとは考えているところでございます。人の移動手段、公共交通、こちらの方

は料金を得ての巡回バスの運行につきましては、公共交通が空白地であることが要件と

なっております。料金を得ないでとなると、どのような利用者がどの程度おられるのか、

利用者がゼロの状態で巡回バスを走らせているというのも、もともとよく議会の方から

もご意見を頂きますコミュニティバスの路線を見直ししたあのときの当時のお話にまた

戻ろうかとは思いますので、そちらの方については十分に調査なり、何を求められてい

るのかというのを慎重に考えさせていただきたいんでございます。移動手段については

そのようにご理解ください。お願いします。 

○議長（竹内薫君） 久保町長。 

○町長（久保久良君） 直売所の整備についてなんですけど、まだ明日、松居議員がこの

質問をやっていただきますので、そのとき答えさせていただこうと思ってるんですけど、

今、整備といいますと、こういうようなコロナ禍の状況でありますので、そしてまた１

年中、農産物をそろえる体制づくり等、いろいろまだまだ課題もありますので、今後、

このような環境、体制でありますので、やはり全然整備を考えてないということであり

ませんが、今後、やはり多賀町にとっても地域の農産物を販売する、そしてまた加工品

を販売する、そのような場所づくりは必要であるとは思っております。また具体的に松

居議員のときに答えさせていただきます。 

○議長（竹内薫君） 近藤議員。 

○３番（近藤勇君） 情けない話です。同じ答弁をしていただいたら私はそれで良かった

んです、私の質問に対して。私、道の駅に見合う農産物の販売所を造っていただいたら

ええのになという質問をさせていただきました。何でかいいますと、この間、１週間ほ

ど前に新聞に載ったんです。売る、食べる、届ける増す役割、２万３,６５０か所、全

国の農産物販売所という数が、これ新聞にこの間載りました。この中に、新聞に載って

るのを見ますと、大手のセブンイレブンが２万１,０００店しかないのに、この農産物

の直売所は２万３,６５０か所もあると。２,５００も６００か所も多いんやと。そして、

ここで皆さんが採れた野菜を売っておられる、農産物を売っておられるということが新

聞に載りました。 

 私、先ほど言いましたのは、そういう直売所もしかりですけれども、例えば先ほど言

いました駅前でやっておられるもんぜん市、あそこは先般から議員との意見交換会があ

りましたので寄せていただいて、私、週に３回、月、水、土やったかな、やっておられ

るところを何回も行きました。あそこを見てますと、もんぜん市という看板もないんで

す。例えばあそこ当初にされたときは、何か町の産業建設課かな、そっちが中心になっ

てあそこに開設するということでやられたさかいに、どこかにもんぜん市という看板で

も載ったあんのかなと、上がったあんのかなと思って見てるんですけれども、あそこは

駅前のコミュニティセンターか何かということになったあるから、そういう看板は上げ
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られへんのかもわかりません。そやけれども、あそこで野菜売ってるで。ほんで、この

間からうちは気に入って買っとんのが甘酒ですわ、まで作って売っておられます。お漬

物も売っておられます。採れた野菜だけではありません。 

 そのような形でやっておられますので、そこを例えばもっと充実するとか、看板を上

げて、ここでもんぜん市、週３日やけれども、もっと多くの方に周知をして、そこへ納

める野菜を出してくださいというような周知をするとかいうようなことが考えられへん

かなと思いましたので、先ほど申しましたように、農産物の販売所ができたらいいのに

なと。そして、もしもできるのであれば、先ほど企画課長からありましたように、例え

ば巡回バスとか愛のりタクシーとか、もっと周知できるのになと。あそこまで来てもら

えることが可能になるのかなというふうに思いますので、またそこら辺は検討してくだ

さい。もうほんなら、次の松居議員の回答を頂くときに私は一生懸命期待をして聞かせ

ていただきます。もうイライラします。 

 次に、先ほど移動販売による事業ということでお話を頂きました。先般も甲賀市が市

独自でモデル実施として移動販売車による事業を展開しているということをテレビで報

道しておりました。こんで２年か３年になるんやけれども、いまだに採算は合いません、

赤字ですと。何とかしてそれを黒字に持っていく方法を、これから市として考えていか

んならんということをお話ししておられました。先ほど企画課長の中でそういう移動販

売をしている事業のところをまた見に行って、そして取り組まれている方法等々を確認

してきますという答弁を頂きましたので、一刻も早く確認をしていただいて、多賀町に

それが見合うのか、あるいは残りの民間の方、あるいは個人の方がやっておられる移動

販売の中にそういうことを生かしていけへんのかということを１つの課題として、執行

部の方で早急に確認をしていただき、多賀町に見合う見合わへんということの答えを出

していただければありがたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 先ほどの農産物の販売所は町長の答弁を求めんの違うて、僕は産業建設課長の答弁を

求めて、造れます、造れません、します、しません、規模を大きくします、小さくしま

すというのは、農業振興の部分につながってくる部分やと思いますので、その辺の答弁

がほんまは欲しかったんです。私、誰に回答してくれと言うたら良かったんやけれども、

してもらえへんかったさかい、もうよろしいです。 

 それで、最後になりましたけれども、今回、私、当初、企画課長から答弁を頂き、そ

の後、福祉課長も答弁を頂ました。町長も、こういうことで明日の質問に答えるという

答弁を頂きました。それはさておき、私、今回の質問では、本来であれば衣食住の質問

がしたかったんですけれども、その中の食に重点を置いて質問させていただきました。

今、お二方の課長、あるいは町長の方からも回答を頂きましたけれども、町長として、

この多賀町、衣食住において安全で安心なまちとして、住んでみたいまち、住み続けた

いまち、住んで良かったまちというふうに思えるようなまちをつくっていきたいという



－２２－ 

町長の当初のあれがありましたので、そのような取組が本当にできているのかというこ

とを最後にお聞かせいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○町長（久保久良君） もう１回質問をお願いします。 

○議長（竹内薫君） 衣食住について。 

○３番（近藤勇君） もう一遍、ほんなら質問します。私は今、衣食住のうちの食を重点

的に質問いたしました。町長の当初の選挙公約ではないですけれども、その中に、安全

で安心なまち、そしてこのまちに住みたい、住み続けたい、あるいは住んで良かったな

と思われる多賀町のまちにしたいというお話を頂きましたので、今、各課長からも答弁

を頂きました。それで私は半分以上納得はいたしましたけれども、そのような取組を今、

一生懸命やっていただいていると思いますけれども、今現在、町長が取組が本当にでき

ているのか。あるいは、今、取組の半ばであるとか、あるいはこの部分についてはもう

完了したとかいうような部分があれば、町長の考え方をお聞かせいただきたいというこ

とでございます。 

○議長（竹内薫君） 久保町長。 

○町長（久保久良君） 近藤議員が今質問された買物支援というところからの安心・安全

なまちづくりということで言いますと、特に高齢者の方への買物支援への取組はなかな

か多賀町内で対応ができていない状況であると思っております。今も各課長が答弁いた

しましたように、やはりこれからしっかりと弱い立場の方にとって安心・安全で利便性

が図れるような取組を今後進めていかなければならないと思っております。今まだまだ

十分な対応ができてないところが多々あると思いますので、福祉課長が申し上げました

ようなこのような取組も、しっかりと進めてまいりたいと思っております。 

○議長（竹内薫君） 近藤議員。 

○３番（近藤勇君） ありがとうございました。私、先ほど申しましたように、私も団塊

の世代でございます。すぐにもう後期高齢者の域に入ってまいります。その高齢者が本

当に安心して、ああ良かったなと思われる生活ができるような多賀町であってほしいと

いうことを常々思っておりますし、今日の質問でも、その食に関する買物を重点的にさ

せていただきましたけれども、町長は、今まだ高齢者の支援の方は道半ばであるという

お話でありましたけれども、福祉課長の方からは、社協の困り事相談とか暮らしのお手

伝いのハンドブックとかいろいろ話を頂きました。そのような中で、高齢者に対して本

当に金の要ることばかりでございますけれども、やはり多賀のまちに、多賀町に住んで

良かった、ああここ多賀町で最期が迎えられるなというような多賀町であってほしい。

あるいは、神細工議員のところにありました移住促進の大滝への移住の空き家はないの

かという話もありましたけれども、やはりそういうところを求めてこられる多賀、こう

いう多賀町であってほしいなと常々思っておりますので、今後とも福祉の面だけでなく

して、本当にできる施設があれば極力早くでも、一日でも早く造っていただいて、みん

なが安心して生活ができる多賀町であってほしいというふうに思っておりますので、今
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後とも引き続きまして、行政の方にはご無理、ご難題を投げかけますけれども、今後と

もより多賀町のために取り組んでいただければありがたいというふうに思います。  

 以上をもって私の質問とさせていただきます。最後はお願いでございました。よろし

くお願いをいたします。 

○議長（竹内薫君） 次に、６番、菅森照雄議員の質問を許します。 

 ６番、菅森照雄議員。 

〔６番議員 菅森照雄君 登壇〕 

○６番（菅森照雄君） それでは、療育手帳（知的障がい者）Ｂまでの軽自動車税の減免

の充実をということで、度々質問をさせていただいております。皆さんも頭の中に入っ

ておられると思いますので、簡単に質問をさせていただきます。 

 療育手帳をお持ちの方に対する軽自動車税の減免について、私は令和元年６月と１２

月、令和２年９月、令和３年１２月の一般質問において質問をしてきました。その中で、

滋賀県の自動車税に関する制度変更に伴い多賀町の軽自動車税の減免についても一部改

正され、その中で新たに知的障がい者本人運転、また家族の送迎も減免の対象になり、

その中で障がいの程度が重度Ａの方のみが対象で、中度、軽度Ｂの方は対象外となって

おり、Ａ、Ｂかかわらず１８歳未満の方については免許取得ができないため、車で移動

する際は保護者の送迎が必要となることから、現状を考えたときに公平性が保たれてる

とは言い難く、実態に合わない制度になっております。 

 税の公平性から、Ｂの方は対象外と度々答弁を過去に何度も繰り返されております。

令和３年１２月議会一般質問で、「軽自動車税は町長の判断で減免できるが、減免でき

ないのであれば減免に代わる支援は考えておられないのか」に対し、「障がいの程度、

状況は様々で、家族の支援は必要であると考えている。今後、障がい者福祉施策として

調査研究の上、今年度中に考えさせていただきたい」との答弁を頂いております。 

 それで、次の点をお伺いします。 

 調査研究の結果、どのような施策を考えていただいているのかいうのをお聞きしたい

と思います。 

○議長（竹内薫君） 岡田税務住民課長。 

〔税務住民課長 岡田伊久人君 登壇〕 

○税務住民課長（岡田伊久人君） 菅森議員の、療育手帳（知的障がい者）Ｂまでの軽自

動車税減免の充実をについての調査研究の結果、どのように施策を考えているのかのご

質問にお答えします。 

 軽自動車税の減免制度につきましては、軽自動車税の減免範囲の拡充のご質問を受け、

現税制度を維持していくことでご説明申し上げてきたところでございますが、現在、療

育手帳のＡの方が対象であり、Ｂの方も保育園や学校、病院等への送迎するための日常

生活を営む上で必要な軽自動車税についての減免要件は同じであるとのご質問を受けま

して、障がい者福祉施策として調査研究していくことを、令和３年１２月定例会の一般
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質問において答弁させていただいたところでございます。 

 調査研究の結果、どのような施策を考えているのかについてですが、中度・軽度知的

障がい者が自ら使用する自動車および当該知的障がい者と生計を一にする者が使用する

自動車は、当該知的障がい者の日常生活にとって不可欠の生活手段となっていることを

踏まえ、社会生活支援補助金を交付することで知的障がい者が支障なく社会生活を営む

ことができるようにすることを目的として、多賀町中度・軽度知的障がい者社会生活支

援補助金交付要綱を定め、軽自動車税相当分を補助することで支援したいと考えている

ところでございます。 

 補助内容でございますが、対象は療育手帳Ｂの判定を受けた者で、対象自動車は知的

障がい者が運転またはその者と生計を一にしている者が通院、通学、通所、通勤、送迎

等に利用する自動車で、１人の知的障がい者につき１台とし、補助金の額は知的障がい

者またはその者と生計を一にする者が支払った軽自動車税または自動車税の相当額とし、

補助金の上限は１万２,９００円とするものでございます。 

 補助金を交付するため、令和４年度新年度予算に計上したところでございますので、

ご審議賜りたいと存じます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（竹内薫君） 菅森議員。 

○６番（菅森照雄君） ただいま課長から答弁いただきました。ありがとうございます。

１２月議会において調査研究という答弁、今回も調査研究した結果、また同じような答

弁かなとは思っておりましたんですけども、新年度予算を見させていただいて、五十何

万円か付けていただいております。その中で、やっぱり私の思い付いたのは、あまり療

育手帳を持っておられる方はそう多くないと思ってたんですけども、かなりの予算を付

けていただいております。 

 その中で、私も以前、療育手帳を持っておられる方は確か１０人ぐらいだったと思う

んですけど、確かな数字は分からないんですけども、今そこで手元にあるのであれば教

えていただきたいということで１つお願いしたい。 

 それと今回、今、課長の答弁いただいたんですけれども、踏み込んだ答弁を頂きまし

て本当にありがたいと思っております。もう少し予算委員会で説明があると思いますの

で、今、内容については把握というか、そういうのはできてませんので、予算委員会の

ときにまた詳しい説明を頂けたらありがたいと思っております。今、こういった施策に

ついていろいろと検討していただいて、多分おそらく県下でもあまりないのかなと、そ

のように思っております。小さいことではあるんですけども、やはりこういったことが

他の市町にも広がっていくといいのかなと、そのように今現在思っているところでござ

います。取り合えず、今、説明聞いてありがたく思っておりますので、また内容につい

ては予算委員会で詳しくお願いしたいと思います。これで、以上で１点目の質問は終わ

ります。 
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 ２点目について、町内に障がい者のグループホームの開設をということで、令和２年

９月の定例会一般質問において、本町においても知的、あるいは精神、身体など、何ら

かの障がいを持つ方がたくさんおられます。両親が亡くなられたり、あるいは高齢の両

親が世話をしている、また少し手助けをすれば一緒に共同生活ができる方とか、そうい

った方がおられます。親御さんもだんだんと高齢化をされていっております。その中で、

子どもの将来を不安に思っておられる方、多分たくさんおられます。 

 そういった方のために、本町においてもやはりそういった方が集える場所というか、

安心して暮らせる場所が必要と考えており、グループホームの開設について質問をいた

しました。その中で、当時、課長から答弁を頂きましたのは、「当町においても障がい

福祉の課題の１つであり必要と考えている。また、社会福祉法人杉の子会において近々

開設に向けての準備委員会を立ち上げ具体的協議を進めていく予定であり、町の担当者

もメンバーに入ってほしいとの依頼を受けている。また、障がいを抱えていても安心し

て暮らせるまちづくりを目指していきたい」との答弁を頂いております。 

 その中で、もう１年ほど経っておりますので、その開設に向けての進捗と今の見通し

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 菅森議員からのご質問、町内における障がい者のグループ

ホーム開設に向けた進捗と今後の見通しはについてのご質問にお答えいたします。  

 まずは、グループホーム開設に向けた進捗状況についてですが、現在、社会福祉法人

杉の子会主導で、令和３年１２月までに３回、グループホーム設立準備のための会議を

開催されており、福祉保健課からは障がい福祉担当者が出席させていただいております。  

 会議の主な協議内容は、第１回目は計画概要について、第２回目は杉の子作業所等の

利用者に対しての利用希望のアンケートの結果報告と事業計画等について、第３回目は

先進地および開設予定地の視察でした。また、令和３年９月２１日付で、滋賀県に民間

身心障がい児者社会福祉施設整備費補助金申請のための計画書を提出されています。  

 今後の見通しですが、グループホームの開設予定地である多賀町大字八重練５６７番

地および５６９番地、現在は空き家の状態でございますが、３月末に社会福祉法人杉の

子会が所有者として登記が完了する予定であり、令和４年９月頃から空き家を改修し、

令和５年４月から定員５名のグループホームを開設する予定と伺っております。  

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（竹内薫君） 菅森議員。 

○６番（菅森照雄君） ありがとうございます。今、課長の説明を聞かせていただいて、

相当早く進んでいるなという感じを持ちました。やはり、本当にこういった障がい者福

祉とか、いろんなそういったことについては本当に難しい問題であると私は認識してお
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ります。やはり口では言いますけれども、なかなかそういう障がい者とかそういったこ

とに対して、なかなか理解が進んでないのが現状だと思っております。 

 その中で、そういう障がいを持たれている方というのは、やはり当事者でないと本当

にその気持ちというのは分からないと思います。その中で、家族の方は日々大変な思い

をされていると思います。その中で、住み慣れた多賀町で自分の子どもとか家族がここ

で生活できるとか、そういったことが先が見えれば、少しは心の支えというか、安心を

されるんです。やはり、本当に日々毎日のように、多分そのことばかり頭にあるのでは

ないかと私は思っております。 

 それで今お話を聞いて、令和５年からということで開設に向けて進んでいるというこ

とで、本当にありがたいと私は思っております。今後一日も早くそういったことができ

るように私も思って質問させていただいたんですが、今の答弁聞いて安心をいたしまし

たので、私の質問としてはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（竹内薫君） 次に、７番、富永勉議員の質問を許します。 

 ７番、富永勉議員。 

〔７番議員 富永勉君 登壇〕 

○７番（富永勉君） 議席番号７番、富永です。議長の許可を頂きましたので、質問をさ

せていただきます。今回の質問は２点ですが、２点ともよく似た質問を同僚議員がされ

ますので、簡単に済ませたく、そのつもりで分かりやすく答弁をお願いいたします。  

 まず１点目、新型コロナウイルスワクチン接種、児童の接種について伺います。  

 新型コロナウイルス感染症オミクロン株は、第６波ピークアウトが見えない中、現在、

第３回目の接種、６５歳以上をはじめとする対象者の接種、今後、順次、６５歳未満か

ら１８歳以上を対象とした接種が進められています。 

 そのような状況下、今般では全国的に１０歳未満の子どもたちの感染者が数多く報告

され、本町でも１０歳未満の児童の感染が報告される中、国では３月以降に５歳から１

１歳の子どもたちを対象とした子ども用の新型コロナウイルスワクチン接種を進める方

針が示されています。 

 今回のオミクロン株は、数日の発熱などの軽症と言われていますが、決して油断する

ものでなく、将来を担う子どもたちを大人たちが守らなければなりません。いつ何時誰

が感染してもおかしくない状況の中、本町の教育、保育現場での徹底した感染対策、ま

た児童が発症したときの速やかな対応には感謝を申し上げるところでございますが、児

童の接種について、次の点について伺います。 

 まず１点目、５歳から１１歳の子どもたちの接種計画について。 

 ２点目、子どもたちの保護者からの相談および対応について、どのように担当される

のか担当課長に伺います。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 
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○福祉保健課長（林優子君） 富永議員からのご質問、新型コロナウイルスワクチン接種、

児童の接種についてのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目のご質問、５歳から１１歳の子どもたちの接種計画、方法についてですが、

富永議員のご質問の中にもありましたとおり、今回のオミクロン株による感染は、本町

でも第５波とは全く様子が違い、１０歳未満の児童の感染者が多く報告されています。

このような中で、当町におきましても、５歳以上１１歳以下の児童への新型コロナウイ

ルスワクチン接種に向け、現在、接種体制および対象児童の接種券や保護者向けの案内

文書の発送に向けて準備を進めているところでございます。 

 一方、５歳から１１歳への小児の新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、

令和４年２月１０日の厚生科学審査会予防接種・ワクチン分科会において、特別臨時接

種に位置付けること、また努力義務の規定の適用を除外するなどの答申がなされました。

このことにより、小児のワクチン接種に関してましては、保護者および児童本人とが十

分に話し合って自ら接種の判断ができるよう、より一層丁寧に分かりやすくワクチンの

効果や副反応、接種に関する相談先についてなど情報提供を行うことが求められていま

す。 

 また、令和４年２月２１日付、厚生労働省健康局健康課予防接種室からの事務連絡に

より、ワクチン接種後の副反応を疑う診療体制や相談体制等をしっかり整備するよう通

知が来ております。 

 当町におきましては、現在、個別接種の方向で、彦根医師会、豊郷病院および湖東圏

域の市町との調整中であり、まずは感染した場合、重症化する危険性のある慢性呼吸器

疾患や先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を持つ児童に優先して接種でき

るよう調整に入っております。 

 使用するワクチンはファイザー社のワクチンですが、１２歳以上のワクチンとはワク

チンの製剤や量についても異なりますので、事故がないように十分な管理と確認が求め

られます。 

 今のところ接種対象児童は５３４人であり、接種医療機関は豊郷病院の小児科をはじ

め、彦根医師会の会員で協力いただける小児科の医療機関を想定しており、予約方法に

ついても現在、コールセンターと調整中でございます。接種開始は３月末を目標として

いますが、受け手の医療機関のご都合もありますので、接種体制が整い次第、できるだ

け早くご案内させていただきたいと考えております。 

 次に２点目、子どもたちの保護者からの相談および対応はのご質問にお答えいたしま

す。 

 今のところ、ワクチン接種についてのご相談は、福祉保健課の保健師およびワクチン

接種推進チーム、また学校教育課等、教育委員会の現場においても、現時点では相談を

受けてるような状況はございません。 

 今後、接種券やご案内を送らせていただいた後には具体的なご相談が寄せられると想
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定されますので、相談があった場合には、ワクチン接種についての不安や心配が解消さ

れ、納得いただけるよう親切丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） どうもありがとうございます。確認をさせていただきますが、３月

中旬に接種券の発送で接種は３月末を目標にしているということをお聞きしましたが、

間違いないのかお聞きしたい。 

 それと、３月末から４月にかけると、子どもたちは春休みに入ります。多分、春休み

を利用して接種をされると思いますが、子どもたちは休みであっても、多分、大人が付

いていかなければならないと思いますけれども、大人は平日も仕事、共稼ぎの方も多く、

土日の予約が殺到することが考えられますが、その点は大丈夫なのかをお聞きします。  

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁で申し上げたとおり、接種開始は３月末を目標ということで調整に入って

おりますので、今週具体的な方針が出る予定で動いておりますので、目標はこの３月末

を目標に動いておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 ２点目ですが、接種につきましては保護者の方が同伴していただかないといけないと

いう条件がございますが、こちらにつきましては、個別接種で医療機関での接種となり

ますと、先ほど申し上げたとおり、万が一の副反応とか緊急の体制の制度をしっかりし

ないといけないということもございますので、土日の接種日を設けることはかなり困難

な状況だというふうに、今の時点では土日のみの接種というのは困難な状況でございま

す。子どもたちの接種につきましては命に関わる大事な接種、そのために保護者が同伴

するというようなことでございますので、その点は十分ご理解いただいて、接種をする

かしないか検討いただいて、ご理解いただく中で接種いただきたいと思います。保護者

の動きについては、お休みに動くというのが一番いいというのは十分承知の上でござい

ますが、医療機関の体制ということもございますので、ご理解いただきたいと思います。

以上です。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございます。今の答弁で１つ分からない点がございます。

接種医療機関は彦根医師会、また豊郷病院の会員で接種協力を頂ける小児科の医療機関

を想定するということを答弁いただきましたが、これ我々が接種したふれあいの郷です

るんでなく、個人が個人の病院、小児科を予約して接種を打つのか、ここを教えていた

だけませんか。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えいたします。 
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 ５歳から１１歳の接種につきましては、大人の集団接種とは異なりまして個別接種と

いうことで、医療機関での接種を今のところは方針として調整しています。予約につき

ましては、各医療機関での予約を取るのは大変煩雑で困難というふうにお聞きしており

ますので、こちらについては１２歳以上の方が予約していただいたのと同じようにコー

ルセンターに予約をしていただいて、どこで受けるかという形で予約をしていただいて

接種を受けるという体制になっております。 

 それと、接種の医療機関につきましては、豊郷病院の小児科を犬上郡、愛知郡につき

ましては拠点としまして、彦根市の小児科の医療機関といいますと５つの診療所しかご

ざいませんので、スタート当初は彦根市の子どもを対象にするだけでもかなりの受皿が

必要ですが、５つの診療所しかありませんので十分に受皿ができる体制ではございませ

んので、まずは豊郷病院の小児科から始めて、時期が来れば彦根市の小児科の医療機関

にも広げていくというような形で、今、調整をしている最中でございます。  

 今はそこまでで、接種率の問題もありまして、接種率が当初、県の調査の方では２

０％ぐらいがすぐにでも打ちたいというような意向があったようですが、最近、東京の

方での意向調査を見ますと４割ぐらいがすぐにでも打ちたいというような状況で、大人

の場合は接種率で７割、８割を想定しておりましたが、それ以上でした。でも、子ども

の場合は、努力義務も外れましたし、いろんな考え方がございますので、接種率もどこ

まで伸びるか、予約をあけてみないと分からないという状況もありますので、今後の状

況を見合わせて個別接種、必要であればまた集団接種の道も検討していきたいというふ

うに思っております。以上です。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございます。子どもはとにかく元気ですわ。我々大人と

違って元気です。子どもは元気すぎて、かかりつけ医がなかった場合、別にかかりつけ

の医院でもなかってもいいのかお聞きします。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 今おっしゃるように、元気な子どもはなかなかかかりつけ医を持たないということも

ありますし、逆にかかりつけ医での受皿体制が整えているという状況ではございません

ので、そこら辺はかかりつけ医のお医者さんで接種できるのが一番望ましいことですけ

ども、今の状況ではかかりつけ医での接種でなくても接種していただかないといけない

というような状況でございます。ただし、基礎疾患とかいろいろ病気をお持ちの方はか

かりつけ医の先生と十分ご相談した上で、どこで接種するかをご検討いただくという形

になるかと思います。以上です。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） よく分かりました。ありがとうございます。ワクチンの効果の副反

応、接種に関する相談先についても情報提供を行うという答弁がございました。副反応



－３０－ 

はどのようなことがお子さんは考えられるのか、分かる範囲で結構でございますので、

教えていただけませんか。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） お答えいたします。 

 ワクチンの副反応につきましては、倦怠感や発熱、そして接種部の痛み等について報

告がされておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。以上です。  

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございます。答弁の中で、事故がないよう十分に管理と

確認が求められるということも答弁されました。どのような管理と確認が行われるのか

お願いします。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） お答えいたします。 

 ワクチンの量につきましても、大人の量と子どもの量は異なりますし、小児科で医療

機関で打つということで、ほかのワクチンとの間違いがないようにというようなことも

出てきます。そして、万が一、接種した場合の副反応として、先ほど申し上げた通常の

副反応ではなくアナフィラキシーショック等、ショック状況を起こされる場合もまれに

ありますので、そういう事象が起こったときにすぐに救急体制が取れて専門の医療機関

で対応ができるようにというようなことを想定しておりますので、その体制が取れるよ

うにということで準備をしております。以上です。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ２点目の子どもたちの保護者からの相談の対応についての２点目で

ございます。 

 具体的な相談が寄せられると想定されるの答弁、親切丁寧な対応に努めます。もちろ

んのことでございます。町ではどの範囲まで相談できるのか、分かる範囲で結構でござ

いますので教えていただけませんか。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） お答えいたします。 

 保護者からの相談については、様々な相談が寄せられる想定がされます。町の方で受

けられるのは、接種についての予約であったりとか、どこで受けられるとか、一般的な

相談の内容になるかと思います。専門的な相談につきましては、国や県の開設する相談

窓口の方をしっかりお伝えさせていただいて、あるいはかかりつけの小児科の先生とご

相談していただく等、そういうご案内になるかと思います。また、万が一予約がいっぱ

いになって、後、打てないというような状況が生じてくる場合につきましては、後の対

応に心配がないようにこちらの方での対応をまたお伝えするというようなことで、心配

なまま相談が終わらないように町の方では対応していきたいというふうに思っておりま

す。以上です。 
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○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございました。私の家にも、９歳と１０歳の孫がいます。

副反応のことについてかなり心配をしています。今、課長から答弁いただきましてちょ

っと安心したんですけども、まだまだ、こうなったらどうしよう、ああなったらどうし

ようということも家でも話してるところなんですよ。完璧にやっていただいていると思

いますけども、トラブルのないよう十分に注意していただきましてお願いしておきます。

いろいろ答弁ありがとうございました。 

○議長（竹内薫君） 暫時休憩します。 

 再開は議場の時計で午後１時からとします。 

（午前１１時５５分 休憩） 

                                        

（午後 ０時５６分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。 

 引き続き、富永議員、よろしくお願いします。 

 富永議員。 

○７番（富永勉君） それでは、２点目の質問に入らせていただきます。除雪時の排雪処

理と、また集落除雪等のオペレーターの確保と養成についてを伺います。 

 年末年始の豪雪は、数十年に１度、百年に１度の災害級であるとも言われており、近

隣市町と比べて本町の除雪体制は整っていたはずでありますが、今回の豪雪に対応しき

れなかったと感じているところでございます。中でも、住民の皆さんが除雪作業してい

ても、降り続く雪のため腰の高さを超える雪となり、大変ご苦労を頂いております。住

宅が建ち並ぶところでは、雪を置く場所もなかったと聞き及んでおります。  

 今回の豪雪は、災害級、異常であったとは思いますが、近年の異常気象の一端かもし

れず、今後の除雪体制について何らかの検討は必要と考えます。道路の除雪は各道路管

理者の管理下で事業者に委託、町道においては事業者に加えて役場職員が作業に当たっ

てますが、委託事業者が受け持つ路線の延長が長い、作業する機械の能力によって通勤、

通学の時間に間に合わない、丁寧な作業ができていないことがあります。 

 そのような状況下、多賀区、富之尾区では、集落除雪、ほかにも小型の除雪機を購入

され、地域が主体となり地域の実情に応じた除雪作業が行われています。道路管理者に

よる除雪作業を地域で補完することはすばらしいことと考えますが、継続するにはオペ

レーターの確保と養成が必要と考えます。そこで、次の点について伺います。 

 まず１点目、道路上の除雪時の排雪作業の指示は。 

 ２つ目、個人宅の除雪作業、排雪の福祉的支援は。 

 ３つ目、集落除雪委託の拡大は。 

 ４つ目、集落除雪委託等のオペレーターの確保と養成はについて、担当課長にお伺い

いたします。 
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○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

〔地域整備課長 藤本一之君 登壇〕 

○地域整備課長（藤本一之君） 富永議員の除雪時の排雪処理、また集落除雪等でのオペ

レーターの確保、養成についてにお答えいたします。 

 昨年１２月２６日から降り始めた雪は、連日にわたり降り続け、記録的な豪雪となり、

町道に限らず、国道、県道においても除雪作業が間に合わず、町内各所において交通麻

痺を引き起こしました。 

 雨雲レーダーには、夏場に豪雨災害をもたらす線状降水帯のような帯状に連なる雪雲

が次々と多賀町上空を通過していく状況が表示され、今回の豪雪が何十年に１度の特異

な例とは言いきれないように感じたところでございます。 

 今回の豪雪への対応ではいくつかの課題が露呈してまいりましたので、今後、道路除

雪作業に関わっていただく方々のご協力を得ながら克服していきたいと考えております。  

 では、１つ目のご質問の道路上の除雪時の排雪作業への指示はについてですが、例年

を上回る積雪量が短期間に集中した結果、除雪作業から排雪作業への切替えが必要とな

りましたが、そのための準備が不十分であったため、タイミングが遅れたり、対応でき

る業者が限られる状況となり、作業に支障をきたしました。 

 ２つ目のご質問の個人宅の除雪作業、排雪の福祉的支援はについては、さきの町長の

行政報告や神細工議員のご質問でもお答えしているように、今後の課題として各方面か

らご意見を頂戴しており、今後、多賀町として何らかの体制整備が必要であると認識し

ているところでございます。ある集落では、道路除雪を行った後も、高齢者宅や福祉的

支援が必要なお宅の除雪を行っていただいていると伺っております。個人宅の除雪とい

う、なかなか行政が手を出しにくいところを集落が担っていただき大変感謝申し上げる

とともに、課題解決の１つの方法として集落除雪は有効であると認識いたしました。今

後、各集落に改めて投げかけを行うなど、より一層推進していけるよう努めてまいりま

す。そのほか、豪雪による屋根の雪下ろしなども、集落と大学、ボランティアなどとの

協働による除雪支援の体制づくりなどを模索していくなど、将来を見据えた雪への対策

を集落の皆さんとともに考えてまいりたいので、ご理解、ご協力をお願いいたします。  

 ３つ目のご質問の集落除雪委託の拡大につきましては、先ほども申しましたが、集落

除雪委託に取り組んでいただく効果としまして、町からお願いする除雪ルート以外は集

落活動として柔軟に除雪車を利活用していただけることにあると考えておりますので、

各集落にご説明し、新たな取組先を探したいと考えております。 

 ４つ目のご質問の集落除雪委託等のオペレーター（作業員）の確保と養成につきまし

ては、作業内容が集落活動としての取組であることから、オペレーターの確保は集落で

人選いただくことが望ましいと考えます。また、養成と言えるほどではございませんが、

現在取り組まれておられる多賀区と富之尾区のオペレーターの方々を対象とした講習会

を３年前に実施いたしました。内容としましては、基礎的な知識の習得のほか、実技講
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習で機械操作に慣れていただくものとなっており、新規取組集落や新規オペレーターが

増えた段階で再度開催を計画したいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。  

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） 課長、どうもありがとうございました。今年は豪雪で担当課長も大

変ご苦労いただいたと思いますが、この除雪作業から排雪作業の切替えの件で、今回の

豪雪で準備が不十分であった、作業に支障をきたしたと答弁がありましたが、今後どの

ような体制、また改善策を考えているのか教えていただければ、お願いをいたします。  

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど私の答弁の中で、排雪への準備が不十分であったというふうにご説明させてい

ただきました。県の業者委託の契約の内容をお聞きしましたら、県の方では除雪作業プ

ラス排雪の場合の作業についても、どういう機械を使うのかということを業者に契約段

階できちんと決めておられるそうです。我々町の契約は、あくまで除雪をしていただく

機械が何の機械でされるのかということで契約をしておりまして、その点で業者の方の

準備がまずできていないという状況で、いざ排雪しなければならなくなったときに業者

に問い合わせて排雪作業ができますかということを聞いていたような状況でして、その

段階で業者の方の体制が取れていなかったというのもありまして、全社一斉に排雪に切

り替えるということはできませんでした。ですので、一部の業者で排雪を場所を特定し

てやらせていただいたということで、十分な排雪ができなかったというふうに考えてお

ります。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） ありがとうございます。先ほども言いましたように、何十年、百年

に１度の大雪ということで大変やったと思いますけど、今後、何年後にこの豪雪がある

か分かりませんけども、その節には適切な対応をお願いしたいです。 

 ２点目の高齢者的な支援、高齢者の方の雪かき。先日もなごみ会との意見交換会をさ

せていただきました。そのときも、「もう何と、雪かきが大変。何とかしてほしい」と

いうことも言われました。この隣がお助けするのは確かにいいことなんやけども、隣の

方も高齢者が多く、「なかなか難しい。何とかしてもらえんか」という話を聞きまして、

何とか隣で助け合ってくださいということをお願いしてきたわけでございますけども、

何かいい方法、例えば青年団を使うとか自警団を使うとか、会社員の方もいらっしゃい

ますのでなかなか難しいんやけども、何とか方法は何か考えておられますか。  

○議長（竹内薫君） 富永議員、先ほど、「なごみ会」と言われましたけど、「のぞみ会」

でございますので、訂正をお願いいたします。 

○７番（富永勉君） 「なごみ会」じゃなくて、「のぞみ会」です。 

○議長（竹内薫君） 石田総務課長。 
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○総務課長（石田年幸君） お答えをさせていただきます。 

 現在、お答えというほどの案は持ってないんですけれども、地域整備課長の答弁にあ

りましたように、なかなかやっぱり個人宅の除雪をするというのは手が出しにくい。そ

の中で、集落の方々に何とか応援お願いできないかというような基本的なことはあるん

ですけれども、ですので、基本的には自助、互助、共助、最後に公助というような形で

進めていくという中で、最初に申しましたように、大学生であるとかボランティアであ

るとか、そういうところをうまく結びつけられないかということをまだ考えている段階

でございます。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） 福祉部門におきましては、高齢者等、支援が必要な方の最

低限生活に必要な除雪につきましては、今、地域の支え合い事業ということで、そうい

う住民の方々で助け合いができるような形での仕組みづくりに取り組み始めているとこ

ろでございます。 

 また、先ほど申し上げました困りごと支援事業につきましても、除雪のみということ

ではないので誤解が生じるとあかんのですけれども、困り事があったときに、例えば玄

関から道までだけの除雪に今困ってるので助けてほしいという依頼がありましたら、そ

れに応じて社会福祉協議会の方で除雪ができるよという手を挙げていただいている方に

お願いをして、そこの除雪をしていただくというような仕組みづくりを今しておりまし

て、実際にそういう実績もあったと聞いておりますので、あとはシルバー人材センター

の方にお願いするというケースも、ケースによってはあります。以上です。  

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） どうもありがとうございます。先ほどの課長の答弁で、「各方面か

らの意見を頂戴して、多賀町としても今後何らかの体制で整備をする必要があると認識

している」ということで答弁を頂いておりますので、今後そういうようなことがあれば、

そういうグループ、団体があれば、また助けていただきますようお願いをしておきます。  

 それと３点目の「各集落に説明して新たな取組先を探している」というように答弁さ

れました。この候補の自治会はあるのか、どういった団体なのか、ちょっと教えていた

だきたいです。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 具体的にまだお話が進んでいる集落というのはございませんが、当たってみたいとい

うふうに思っている集落はございます。どうしても高齢者ばかりの小さい集落にご無理

を申し上げることはできませんが、比較的大きい集落で自営業の方もおられてというと

ころをできるだけお願いしたいというふうには考えております。どうしても限られてく

ると思うんですけども、ただ１集落でも取組集落を増やしたいというふうには思ってお

りますので、できるだけ数を回らせていただいてお願いに上がりたいとは思っておりま
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す。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） どうもありがとうございます。最後のこのオペレーターの問題でご

ざいます。各集落で人選していただくのが望ましいという答弁でございましたけども、

なかなか集落でのオペレーターの確保が難しい。今、富之尾区と多賀区がやっていって

るわけでございますけども、先ほども何遍も言いましたように、今年は豪雪で、毎年雪

は降るのは降るんですけど、そないに降らないということで短時間で終わるケースがあ

るんやけども、例えば富之尾区のオペレーターが富之尾を終わったら隣の楢󠄀崎、梨ノ木

を応援に行くという形で広げていってはどうかと思うんやけども、自治会同士の交流。

でも、これ富之尾から言いに行くわけにいかないんですよ。だから、いろんな各課で寄

り合いがありますよね。各集落を呼んでいただいた、例えば区長会とかそういうような

場で言うて協力を求めることは難しいんでございますか。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 今ほど富之尾の集落のご意見というふうにも受け取らせていただきますけども、なか

なかそのようなご意見を頂けると思ってもいませんでしたのですが、そういう隣り合わ

せた集落で助け合っていただけるという形ができるのであれば、それはそれに越したこ

とはないと思っております。なかなか今のオペレーターの問題もそうですけど、村のた

めだから頑張ろうというふうに思っていただける部分もあるかなと思いますし、なかな

かオペレーターにお手当というのか、それをお手当をどれぐらい払っておられるかとい

うのは、我々は集落と契約して１日固定の金額で契約をさせていただいているわけです

けど、そこにオペレーターの日当というのは、これは集落の中で決めていただくことに

なっておりますので、そういうこともありまして、なかなかこちらの方でオペレーター

を指名させていただいてとかいうところは難しいというふうに思っておりまして、どち

らかというとボランティア的な気持ちが非常に強くなってくるのかなというふうには思

いますので、そこら辺は集落を超えてそういう活動をしていただけるかどうかというの

は、もし可能であれば我々もできるだけそれはお願いに上がらせていただこうと思いま

すので、またそれは今取り組んでいただけてる集落のご意見をまず聞かせていただいて、

そのように皆さんが考えていていただけるんでしたら、それはそれで我々が橋渡しとい

うわけではないですけど、動かせていだきまして良い方向へ進めたらいいのかなと思っ

ております。 

○議長（竹内薫君） 富永議員。 

○７番（富永勉君） どうもありがとうございます。雪は一斉に降って、通勤時間帯も同

じ時間で動きます。なかなか同じ時間に同じように空けるのは難しい、それはよく分か

るんですよ。でも、やはりみんなが協力し合ってするべきであると私も考えております

ので、雪が降っても通勤、通学にも間に合うよう体制を整えていただきますようお願い
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しまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（竹内薫君） 次に、９番、川添武史議員の質問を許します。 

 ９番、川添武史議員。 

〔９番議員 川添武史君 登壇〕 

○９番（川添武史君） ９番、川添です。議長の許可を頂きましたので、大きく３つの質

問をさせていただきます。 

 まず１つ目は、令和４年度新年度予算についてです。 

 ４年度の一般会計予算は５７億５,０００万円、３年度予算から大きく９億４,６００

万円の増額となってます。しかし、本定例会の３年度補正予算５６億５,７００万円と、

約１億円の増額しかありません。 

 その主な要因は、財調からの繰入金が５億６,０００万円と４億１,０００万円の増額、

また借金に当たる町債が認定こども園建設費など３億４,５００万円、３億２,９００万

円の増額である。 

 国からの地方交付税１３億９,５００万円で３億９,５００万円の増額。国が補てんす

る臨時財政対策債１億５００万円で１億９,５００万円の減額になっている。３年度の

補正予算でも地方交付税が１億３,０００万円増額に対して、臨時財政対策債は９,００

０万円の減額で、地方特例交付金も、これはコロナの地方税減収補填交付金、これが４,

０００万円の減額で差引きゼロと。国庫支出金、これは使い道が決まっているあれです

が、４億円。都市公園整備事業交付金５,４００万円がありますが、それでも２,２００

万円の減額。今後も臨時財政対策債の減額が続くのか、また他町のように特別交付税、

豊郷、甲良町のような増額が望めないのかいうことをお聞きします。 

 続いて歳出についてお伺いします。 

 保育所費が大きく３億７,６００万円で、前年度より大きく２,２００万円の減額であ

ります。明細を見ると、職員給与、手当、共済費が主であり、子どもは増加しているが

職員数を減らすのか。また、博物館費では、アケボノゾウの資料作成委託料として６０

０万円を計上されていますが、４月に国の正式な認定が見込めるため、多賀町を大きく

アピールするチャンスでもあります。この予算の中には、中日新聞では、象のレプリカ

を造るというようになってますが、そういう方向はあるのかお聞きしたいと思います。

また、スマートインターチェンジ供用開始の予算と同様、イベント等の予算を計上すべ

きと考えるが、そのような考えはあるのか。 

 また、４年度の除雪委託料は６８０万円で、前年度費３０万円の増額である。３年度

は補正予算を含めても７,５００万円ぐらいになると思います。４年度は大幅な減額に

なっているが、なぜなのか。町長も行政報告の中で、抜本的な考え方をせなならないと

いうように言われてます。それでも６８０万円でできるのか。彦根市も多賀町も現在、

豪雪地帯には指定されていませんが、雪対策に係る予算を国に対して強く要望し、除雪

に係る基金の創設も必要と考えるがどうか。 
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 また、消防費１億４,８００万円、広域消防、消防の委託料、また下水道の繰出金１

億１,５００万円、これは交付税措置がされていると思うが、本町の基準財政需要額は

いくらなのか。また、消防費の中には、この大雪による被災住宅修繕緊急支援事業補助

金２,０００万円を計上されています。３年度の補正予算と合算すると３,０００万円で

１５０件となり、多賀区だけでも被害の度合いは様々ですが、１５７件。先ほど朝の神

細工議員の答弁の中には、全部で７００件ぐらい被災箇所があるというように答弁をさ

れています。修繕をしてもらう業者も少なく、見積りが遅れ、保険会社の査定もなかな

かしてくれない。どうもＪＡでは、この３月２９日に大阪の方から家屋調査士が来られ

て、それからでないと査定ができないというような話が出ております。これが本当なの

か、その辺も聞きたいと思います。現在、相談件数が前回で５１件ぐらいだと聞いてる

んですが、その辺もお聞きをいたします。 

○議長（竹内薫君） 小菅副町長。 

〔副町長 小菅俊二君 登壇〕 

○副町長（小菅俊二君） 川添議員の令和４年度予算についてのご質問にお答えをさせて

いだきたいと思います。 

 今日も、国会参議院予算委員会が開かれまして、国の方の予算審議が今、開催中であ

ろうかと思いますけれども、令和４年度の国の予算では新型コロナの感染拡大が落ち着

き、経済活動の再開を前提として、過去最高の６５兆円の税収を見込み、所得税、消費

税、法人税の基幹３税、いずれも増加すると想定をされているところでございます。  

 このような状況から、令和４年度の地方財政対策におきましては、一般財源総額を確

保し、交付税の原資となっております国税５税の増収から臨時財政対策債の抑制が図ら

れ、前年度比６７.５％の減少となっております。 

 ご質問の臨時財政対策債の減額につきましては、こうした国の税収の好転から、引き

続き抑制の方向であると考えられますが、今後の経済の動向や国の財政状況によっては、

交付税の財源不足が生じることもあり、十分注意をしていく必要があるかなというふう

に思っております。 

 また、特別交付税につきましては算定基準が全面公開されておりませんので、増減の

理由を把握しておりませんが、特殊な事情の場合には特別交付税の趣旨からして増額も

見込まれるところでございます。昨年の夏の豪雨や今年の冬の豪雪、こうしたときに国、

また県に財源確保について支援をお願いしたところでございます。平成２８年度からの

５年間の６町における特別交付税額を比較いたしますと、多賀町はほぼ横ばいを維持し

ておりますが、他の４町は大きく下がっております。一概に川添議員がおっしゃるよう

な、多賀町だけが特別交付税が低いということには当たらないというふうには考えてお

ります。 

 続きまして歳出についてのご質問ですが、保育所費の保育士の人件費でございますけ

れども、単純に保育所費だけを見るのではなく、それぞれ施設の園児の入園数によって
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算定をいたしておりますので、保育、教育施設３園、いわゆるささゆり保育園、たきの

みやこども園、多賀幼稚園のトータルで見ていく必要があるかと思います。令和３年度

では３園合わせて人件費は３億３００万円、令和４年度では３億円となっておりまして、

３００万円の差異は生じているというところでございますけれども、これは退職者等新

たに採用する保育士の給与実態が違いますので、この差にあるかなというふうに思って

おりますので、昨年度に比べほぼ同額を計上しているということでご理解を頂きたいと

いうふうに思います。 

 次に、アケボノゾウ化石の国天然記念物文化財指定によります記念事業でございます

が、金曜日に予算説明もさせていただきました中にも申し上げましたけれども、企画展

やイベントの開催経費、また今ほど言われました象の出前展示を行うための骨格標本の

作製費などを盛り込み、６５０万円をイベントと記念事業に経費を計上しているところ

でございます。文化財指定を受けますと、指定後の義務を負っております公開活用をし

ていかなければならないということがございますので、６５０万円予算計上いたしまし

て、しっかりとその辺も図ってまいりたいというふうには思っております。  

 除雪費用につきましては、今年の冬のような大雪になりますと、確かに大幅な補正予

算をお願いすることになります。しかしながら、ここ数年の予算編成における除雪費用

につきましては、まず除雪期間の初めに当たり、除雪業者との契約をする必要がありま

す。その契約を行う固定経費のみ金額を予算化いたしておりまして、降雪の状況にもよ

りますけれども、実作業分の委託費には都度、補正予算をお願いして対応しているとこ

ろでございます。なお、除雪というんですか、その基金の創設につきましては、その目

的からして不向きと考えております。 

 次に、本町の基準財政需要額につきましてですけれども、消防費では１億９,３００

万円、下水道費については１億５,１００万円でございます。 

 最後に、大雪による被災住宅修繕緊急支援事業についてでございます。各字から報告

を頂いております被災世帯数が５００世帯を超えております。現時点では交付申請件数

が５０件余りとなっておりますけれども、日々交付申請を受け付けているところでござ

います。相談件数につきましては、先ほど総務課長が申し上げましたように、個別の実

態の相談というのは特にございません。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解をお願い申し上げます。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） 多賀町は、彦根市も一緒なんですが、豪雪地帯には指定はされて

ません。どこのあれでもそうだと思うんですが、やはりある程度の金額は予算化され、

それがそのようには使用されておれば、僕が言いたいのは、ある程度やっぱり金額を国

に対して、こんだけ多賀町は除雪費用が要るんだということを示して、そういう対策の

お金を先にもらうような方法を考えなければならないんじゃないかということが言いた

いわけです。それで余れば基金に積んで、次のときにやればいい。今ずっと、先ほど富
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永委員も言われたとおり、今年でもオペレーターの下手な業者の車が走っとるだけで、

除雪を全然してないような業者もいてる。そういうような状態なので、やはりある程度

は予算を見てそういう予算立てをしなければ、国もそのようなことを考えてくれないん

じゃないかというふうに僕は思うんです。その辺はどうですか。 

○議長（竹内薫君） 小菅副町長。 

○副町長（小菅俊二君） お答えをいたします。 

 除雪費用につきましては、これはもう特別交付税の対象経費というふうになっており

ますので、事前にこれだけの経費がかかるから交付税のように事前にもらうということ

ではなり得ない。あくまでも特別交付税の対象ですので、その都度、その都度の月単位

で経費を県の方へ上げております。それによって、県はまとめて国の方へその都度上げ

ているということで、最終的に除雪期間が終了、年度末、そこで特別交付税が決定をさ

れるということとなっております。 

 予算立てにつきましては、先ほど申しましたように、あくまでも除雪期間の始まる前

に業者の方と契約をする、その待機期間の経費を計上しているということで、そしてそ

の支払いにつきましては、契約条項の中で、除雪期間が終わってから業者の方が実績報

告を出していただくと、その実績に基づき業者の方に支払いをするというシステムにな

っておりますので、この辺につきましては業者の方に大変申し訳ないという、途中支払

いができておりませんので、そういうことになっておりますけれども、そういう支払い

の方法で今やっておりますので、当初予算にどかんと見ても、何かまた雪が降らなかっ

たという場合にはこれは不執行というふうになりますので、議員の皆さんには補正予算

でいろいろと審議を頂かんならんわけですけれども、そういうことで予算の使い方をさ

せていただいているということでご理解を頂きたいと思います。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） 分かりました。そういうような状態であれば安全ですけど、やっ

ぱりもうちょっと予算を見とくべきかなというのが僕の考えなんです。そうでないと、

いろんな面でやったときできなくなる。例えば、本当に今、多賀町は財政も豊かで何と

か少々の予算がオーバーしてもやっていけると思いますが、やはりそういうことも将来

的には考えていかなあかんのじゃないかというようなことを思ったわけです。しっかり

とまた考えていただきたいと思います。 

 いろいろとこの４年度の予算を見てましても、子ども政策が主で大きな予算を組まれ

てます。これは町長の考えであるので、それは我々もこども園の建設とか、これからや

られる公園整備とか、しっかりと応援をさせていただきたいと思いますが、本当に健全

な財政運営をよろしくお願いして終わりたいと思います。 

 ２番目の質問に移りたいと思います。 

 先ほど富永議員がコロナのワクチンでいろいろ質問をされました。特に富永議員は、

子どものワクチン接種、５歳から１１歳というようなことを言っておりました。私はそ
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の前に、高齢者のワクチン接種、この辺に焦点を合わせたいと思います。 

 ３月定例会、ワクチンの接種事業として３,７００万円の繰越明許。これは、今後や

られる事業の繰越明許になるんだと思います。１月末には３回目のワクチン追加接種の

案内封筒が配布され、７５歳以上の方は２月７日から予約を受け付け、７４歳以下の方

は２月１４日からの受付が始まり、２月２１日からモデルナ、またファイザーは３月４

日からということで、最終が３月２９日になっております。 

 私の聞いた範囲では、なかなか電話がつながらないというのがお年寄りの意見であり

ました。先ほど町長の行政報告では９割ぐらいが予約をされてるということでありまし

たが、今現在、本当にどのような状況になっとるんかお聞きしたいと思いますし、特に

お年寄りが感染されると重篤になる確率が高くなると言われています。７５歳以上の予

約状況と接種済みの方の状況をお聞きしたいと思います。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 川添議員からのご質問、新型コロナウイルスワクチン接種

についてのご質問にお答えいたします。 

 まず今回の新型コロナウイルスワクチン追加接種の高齢者の予約受付については、前

回の反省を踏まえまして、少しでも予約時の混雑を避けるため、まず７５歳以上の高齢

者から予約受付を開始し、１週間遅れて７４歳以下の高齢者の予約を始めました。  

 １回目の予約の際には６５歳以上の高齢者は一斉に予約を開始しましたので、今回は

若干、混雑の期間も短縮されたはずですが、それでも予約開始から２日間ほどは電話が

つながりにくく、住民の皆様には大変なご心配やご迷惑をおかけいたしました。  

 ご質問を頂いてます予約状況につきましては、高齢者全体の予約状況は３月１日時点

におきまして２,１９２人で、接種対象者の８６.６％、７５歳以上の予約状況につきま

しては１,３２５人で、８５.１％の予約状況となっております。 

 なお、３月５日現在では、高齢者施設の優先接種として実施した犬上ハートフルセン

ターと多賀清流の里、そしてふれあいの郷で実施しました３回の集団接種において、合

計７５３人が接種を済まされ、そのうち７５歳以上の方は５５２人という状況でござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） ありがとうございます。今、７５歳以上はモデルナが多いと思う

んです。私も２９日に打ちました。ファイザーと比べて、私は結構まだちょっと腕が痛

いような状態です。全然どうもないという方もおられるし、なかなか難しいなというよ

うに思ってます。この多賀町は、３回目の接種が１月末に送られて、結構早いこと取組

をしていただいたなというように喜んでおりましたが、彦根市は結構遅い取組でも結構

早いこと今やっておられます。その辺において前倒しができなかったのか、その辺はど
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ういうようにお考えか。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） 質問にお答えいたします。 

 当町の場合は、皆さんご存じのように、接種券を配布するときに既に全てのスケジュ

ールを皆さんに開示してご案内をさせていただいてるところです。彦根市等につきまし

ては、順次接種日を予約が埋まった時点で次から次へと開けていくという状況で、最初

から全てのスケジュールがオープンにされてるわけではないので、当初、私ども国の方

から、２回目から８か月経過したものということで準備をせよということで準備をして

おりまして、スケジュールにつきましても２回目から８か月という経過をしたことで打

てるようにスケジュールを組んで、ご案内の印刷物も準備をしてということでさせてい

ただいてたので、決まった日に受けていただくというような計画で進めておるところで

ございます。なので、途中から接種日を増やすとかそういう形が取れなかったもので、

今の状況となっております。ご理解いただきますようにお願いいたします。  

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） もう一つ、彦根市でも隣の甲良町でも開業医がワクチン接種をさ

れてますが、多賀町の方も何人かはそういうところで受けられると。私の知ってる方も

甲良町で受けたというように聞いてます。多賀町ではなぜそういう体制が取れなかった

のか。 

○議長（竹内薫君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） お答えさせていただきます。 

 多賀町でも開業医の先生の方に、個別接種ができないものかということで当初からお

願いはさせてはいただいておりましたが、いろんな診療所の事情にもよりまして、個別

接種には体制が取れないというようなことでお話を頂きましたので、やむを得ず多賀町

の場合は集団接種のみということで、町外の診療所で接種を受けられてる方につきまし

ては、かかりつけ医ということでご相談をされて、例えばほかのまちでの診療所で受け

てる方は、ほかのまちの配分されたワクチンを使って、よそのまちのワクチンを使って

接種を受けていただいているという状況になりますので、それはもうかかりつけ医の先

生の判断で、町の方からはここのかかりつけ医の先生で個別接種を受けられますよとい

うようなご案内にはできない事情がございますので、あくまでもかかりつけ医と患者の

関係の下で接種いただいてるという状況は僅かではあると思いますが、川添議員がお聞

きしている状況やと思います。よろしいでしょうか。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） ということは、多賀町は開業医がそれだけの体制が取れなかった

ということ。答えから言うても、そういうような状態やったら仕方がないのかなと思う

けど、もうちょっと頑張ってもらえたらというように思います。病院の先生も大変やと

思うんやけど、これからもこれがいつまで続くんか分からない、定期的に半年に１回ず
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つ打たなあかんような状態になってくるのかもわからないような状態です。できればそ

ういう開業医でやっていただけるような体制づくりも考えていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 最後になりますが、道路、河川の管理状況についてをお伺いします。 

 昨年は年末から年始にかけて大豪雪、国道をはじめ、県道、町道が大渋滞になりまし

た。本町も、先ほど歳出のところでお話ししましたけど、役場の職員、また土木業者が

昼夜を問わず懸命に除雪の作業をしていただきました。本当にありがとうございました。  

 多賀町内、特に多賀区周辺では住宅団地が近年多く造成され、住宅内道路が業者から

移管され町道になっております。団地内では道路沿い全てが住宅であり、今回のような

大雪になると雪の置場がない状況となってしまい、排雪作業も視野に入れる必要がある

と考えられますが、町の今後の対応はどうなのか。 

 また、国道３０７号線、役場横からＳＬ公園までの坂が上がれず立ち往生した車両が

原因で通行止めになりました。私の前も大渋滞で、私の車も出られなくなりました。ま

た迂回させた道路にも大渋滞があり、多賀大社に来ていただく参拝者の安全・安心のた

めにも、急勾配の解消や歩道の拡幅を早急に進めていく必要があると考えますが、今後

の予定はどうなのか。 

 河川においては、昨年より要望してます四手川の浚渫工事、これは今回４年度予算で

１５０万円の予算を付けていただきました。四手川の浚渫は大川地先から国道３０６号

線久徳橋までは堤防がある区間です。昭和２３年にこの道路が決壊し、今の国道も決壊

し、現柏葉団地が河原になったというような事態が起こりました。今現在は道路も広く

なり、また下側には住宅も建ち並んで、そんなにもたとえ決壊しても国道の上で止まる

んじゃないか、下まで行かないかなというようには思いますけど、どんな雨が降るか分

かりません。また右岸には、今度、公園も予定されてます。ここも決壊すれば、特に今、

私の思うところでは、どうも右岸の方が決壊箇所が大きい。月之木もそうでしたし、久

徳、また昨年は久徳の護岸も改修されてました。今後、今年４年度は１５０万円の予算

が付きましたが、その次の来年以降も予算が確保されるのか、その辺も聞きたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

〔地域整備課長 藤本一之君 登壇〕 

○地域整備課長（藤本一之君） 川添議員のご質問、道路、河川の管理状況についてにお

答えいたします。 

 先ほど富永議員のご質問にもございましたが、今回の豪雪への対応で課題となった排

雪作業につきましては、町が業者と除雪作業の委託契約を締結する際に、排雪作業への

対応を明確にしていなかったため、一部の受託業者しか排雪作業への切替えに対応でき

ず、排雪作業の進捗に時間を要してしまいました。今回の問題点を十分に検証し、次年

度の契約からは排雪作業についても明確にしていきたいと考えております。  
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 次に国道３０７号の多賀交差点から胡宮神社までの道路整備事業の予定につきまして

は、事業主体の湖東土木事務所より、今年度着手していた概略設計については既に業務

を完了しておりまして、次年度には予備設計に着手されると聞いております。今後、事

業用地の確保や埋蔵文化財調査の進展が工事着工に大きく関わってくるため、中長期的

な予定は明確にできないとのことでございます。 

 次に四手川の浚渫につきましては、令和４年度より多賀区において川ざらえ事業への

着手をご要望いただいておりますので、湖東土木事務所に対し補助金の確保を強く要望

しているところでございます。また、事業全体の延長が約３６０ｍとなることから、複

数年で取り組んでいただく計画となるため、次年度以降につきましても補助金の配分が

途切れることのないよう要望してまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） ありがとうございます。本当に除雪は、特に今年みたいのは排雪

が必要になってます。特に団地では排雪が必要です。除雪、排雪の連絡がうまくいかな

くて、結構大変な雪になったというように聞きました。除雪と一緒に排雪できるような

ロータリー除雪車、この辺の導入は考えておられますか。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 ロータリー除雪車につきましては、県の除雪体制の状況におきましても、湖東地区に

は今まで１台も設置をされていなかったというような状況でございまして、湖北とかに

なりますと配備されてるんですけども、多賀町も当然そういう機械を持っておられる業

者もいないという状況で、町で持つということもなかなか難しい状況でありましたので

今まではありませんし、また今一番問題になっております住宅密集地でロータリー除雪

車を使おうとしますと、やはり雪を飛ばす先に家があったりということもありますので、

なかなかロータリー除雪車の使える場所というのは限られてくる。また、横にトラック

を横付けしてトラックの上に乗せるというタイプのやり方もありますけど、あれは非常

にまた道路幅を必要としますし小回りが利かないというところがありまして、幹線国道

とかいうところになりますと、北の方へ行きますと十分機能を発揮するんですけども、

多賀町内の特に町道につきましてはなかなか活躍する場が少ないのではないかと思って

おります。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） 私も実際は見てないんですが、年末２９日か３０日は、県事務所

が３０６号線を夕方から通行止めにしてロータリー除雪車で排雪したような話を聞いて

ます。団地であれば、例えばダンプカーを置いて、それでロータリー除雪車でそこへ直

接入れるというか十分できる問題やと思いますし、その辺も、例えばまた小森池線なん

か両側は山です。それで飛ばせば全然問題ないと思う。その辺は買うべきやと思うんで
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すが、どうですか。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ただいま、県の方でもロータリー車の配備はないというふうにご説明いたしました。

実は、県の委託業者の１つの会社で、年末にはなかったんですけど、年明けにロータリ

ー車の中古車、中古ですけども買われたそうです。１台持たれてるという状況で、国道

３０６号線は今年も雪が多かったですけども、そういうような場所で活躍する機会があ

るのではというふうには思っております。まだ本格的に使われてないかもわかりません

が、あまり大きい機械ではありませんでした。私もちょっとだけ見させていただきまし

たが、幅で１ｍ５０㎝ぐらいというふうにお聞きしておりますので、今、川添議員がお

っしゃっておられるようなトラックを横付けして積み込めるようなタイプのロータリー

車ではないのかもわかりませんが、雪を飛ばすタイプの機械というふうに聞き及んでお

りますので、それもどれぐらいの効果を出してくれるかというのはまた今後分かってく

るんではないかとは思っております。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） それともう一つ、多賀区でも結構ローダーを持っておられる業者

がおられます。富之尾区の集落除雪でも民間業者を借りてやられてるようですので、多

賀区でも結構持っておられる方がおられます。多賀区は、今回はそういう人に集落除雪

をお願いして、「本当に川添さん、区から金くれるんやろうか」というような話もされ

て除雪をされてた業者もおられます。その辺は何台ぐらい持っておられるかというのは

把握されてますか。その機械、多賀町内全部で。 

○議長（竹内薫君） 藤本地域整備課長。 

○地域整備課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 今ほどおっしゃっていただいた民間の個人で所有されておられる除雪に使える機械と

いうふうな形で申し上げますと、私も役場の窓から見る限りでも、うちで役場からお貸

ししている機械以外の機械もちょこちょこ見かけますので、何台も持たれてる方がおら

れるのかなというふうに思ってますし、また集落の中での作業ということで、個人の機

械を提供していただいているのかなというふうに見させていただいております。  

 台数の方は十分私も把握はできてなくて非常に申し訳ありませんけども、もしそうい

う台数が多くて、それを今、我々が業者委託とか職員がかいている除雪ルートに当ては

めて、それも集落除雪で考えたいというお考えをお持ちでしたら、そういうような形も

１つの方法かなと。特に団地内は小回りの利く機械の方が効果を発揮する場合も多々あ

りますので、もしそういうようなお話をお聞かせいただけるようでしたら、また集落の

方にご相談に上がりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（竹内薫君） 川添議員。 

○９番（川添武史君） ありがとうございます。もう最後になりますが、この役場横の急



－４５－ 

勾配、これはもう今回、県会でも取り上げられております。土木交通部長が、「多賀町

としっかりと検討して進めていきたい」というような答弁を県会議員にされております。

多賀が一生懸命言わんとなかなか動いてくれない。もう先ほどの国会議員の話からすれ

ばもう十何年になる。ずっとほっといては、いつまで経ってもそのままやと。今、この

間も話ししましたが、３０６号線、私のところの前、多賀北信号から中央公民館、これ

も今、測量をやってます。それより先にこの坂の方が私は大事やと。しっかりと県の方

にお願いをしていただきたいと思います。その辺、先ほど答弁を頂きましたが、しっか

りと再度、県事務所に早急にやっていただけるようにお願いをしまして、今回の質問は

終わらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。  

                                        

○議長（竹内薫君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日の再開は午前９時３０分とし、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会します。 

（午後 ２時１０分 散会） 
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